
条 例

�愛媛県条例第１号
職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部改正）

第１条 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休憩時間）

第１３条 任命権者は、１日の勤務時間が６時間を超える場合におい

ては少なくとも４５分、８時間を超える場合においては少なくとも

１時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければな

らない。

２ 省略

第１４条及び第１５条 削除

（休憩時間）

第１３条 任命権者は、１日の勤務時間が６時間を超える場合におい

ては ４５分、８時間を超える場合においては

１時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければな

らない。

２ 省略

（休息時間）

第１４条 任命権者は、正規の勤務時間のうち人事委員会の定める基

準に従い休息時間を置くものとする。

第１５条 削除

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部改正）

� 目 次 �
条 例

○ 職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び教育職員の休

日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例………１
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○ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例…………………………３

○ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例………………５
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○ 愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例の一部

を改正する条例………………………………………………………………２６

○ 愛媛県情報公開条例の一部を改正する条例………………………………２７

○ 愛媛県資源循環促進基金条例………………………………………………２９
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○ 愛媛県感染症診査協議会条例等の一部を改正する等の条例……………２９

○ 愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例…３２

○ 精神科病院の任意入院者の症状等の報告に関する条例…………………３４

○ 理容師法施行条例及び美容師法施行条例の一部を改正する条例………３４

○ 愛媛県障害者自立支援対策臨時特例基金条例……………………………３５

○ 愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例……………………３６

○ 石手川ダム建設に係るかんがい用水負担金徴収条例及び愛媛県立医

療技術短期大学条例を廃止する条例………………………………………３７

○ 愛媛県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例………………………３８

○ 愛媛県屋外広告物条例の一部を改正する条例……………………………３９

○ 愛媛県建築審査会条例等の一部を改正する等の条例……………………４０

○ 愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例…………………………４３

○ 県立学校における授業料その他の費用の徴収条例等の一部を改正す

る条例…………………………………………………………………………４４

○ 教育職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例………４５

○ 教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例…………………４８

○ 愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例…………………………５０

○ 愛媛県警察本部組織条例等の一部を改正する条例………………………５１

○ 愛媛県留置施設視察委員会条例……………………………………………５２

○ 愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例…………………５３

○ 愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例…………６２

○ 愛媛県議会委員会条例の一部を改正する条例……………………………６２
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第２条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休憩時間）

第１３条 任命権者は、１日の勤務時間が６時間を超える場合におい

ては少なくとも４５分、８時間を超える場合においては少なくとも

１時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければな

らない。

２ 省略

第１４条から第１６条まで 削除

（休憩時間）

第１３条 任命権者は、１日の勤務時間が６時間を超える場合におい

ては ４５分、８時間を超える場合においては

１時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければな

らない。

２ 省略

（休息時間）

第１４条 任命権者は、正規の勤務時間のうち人事委員会の定める基

準に従い休息時間を置くものとする。

第１５条 削除

第１６条 削除

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２号
愛媛県副知事定数条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県副知事定数条例

副知事の定数は、１人とする。

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３号
職員の分限に関する条例及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の分限に関する条例及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（職員の分限に関する条例の一部改正）

第１条 職員の分限に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休職の事由）

第２条 任命権者は、愛媛県立医療技術大学及び愛媛県立医療技術

短期大学の学長、学部長、教授、准教授及び講師（常時勤務する

者に限る。）並びに助手が学校、研究所、病院その他人事委員会

の指定する公共的施設において、その職務に関連があると認めら

れる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合（外

国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条

例（昭和６３年愛媛県条例第４号）第２条第１項の規定による派遣

の場合を除く。）には、これらを休職にすることができる。

（休職の事由）

第２条 任命権者は、愛媛県立医療技術大学及び愛媛県立医療技術

短期大学の学長、学部長、教授、助教授及び講師（常時勤務する

者に限る。）並びに助手が学校、研究所、病院その他人事委員会

の指定する公共的施設において、その職務に関連があると認めら

れる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合（外

国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条

例（昭和６３年愛媛県条例第４号）第２条第１項の規定による派遣

の場合を除く。）には、これらを休職にすることができる。

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成１９年３月２０日 第１８４５号外１
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改 正 後 改 正 前

別表第５（第３条関係）

大学教育職員給料表

別表第５（第３条関係）

大学教育職員給料表

省略 省略

備考 この表は、大学に勤務する学長、学部長、教授、准教授、

講師、助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに

適用する。

備考 この表は、大学に勤務する学長、学部長、教授、助教授、

講師、助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに

適用する。

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第４号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（扶養手当）

第８条 省略

２ 省略

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に掲げる扶養親族については

１３，０００円、同項第２号から第５号までに掲げる扶養親族（次条に

おいて「扶養親族たる子、父母等」という。） に

ついては１人につき６，０００円（職員に扶養親族でない配偶者がある

場合にあつてはそのうち１人については６，５００円、職員に配偶者が

ない場合にあつてはそのうち１人については１１，０００円）

とする。

４ 省略

（特地勤務手当等）

第１１条の２ 省略

２ 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の１００

分の２１を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

３・４ 省略

（管理職手当）

第１８条の２ 省略

２ 前項に規定する手当の月額は、同項に規定する職にある者の属

する職務の級における最高の号給の給料月額の１００分の２５を超え

ない範囲内において、人事委員会規則で定める。

（扶養手当）

第８条 省略

２ 省略

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に掲げる扶養親族については

１３，０００円、同項第２号から第５号までに掲げる扶養親族（次条に

おいて「扶養親族たる子、父母等」という。）のうち２人までに

ついてはそれぞれ ６，０００円（職員に扶養親族でない配偶者がある

場合にあつてはそのうち１人については６，５００円、職員に配偶者が

ない場合にあつてはそのうち１人については１１，０００円）、その他

の扶養親族については１人につき５，０００円とする。

４ 省略

（特地勤務手当等）

第１１条の２ 省略

２ 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の１００

分の２５をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

３・４ 省略

（管理職手当）

第１８条の２ 省略

２ 前項に規定する手当の月額は、

給料月額の１００分の２５をこえ

ない範囲内において、人事委員会規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

（平成２３年３月３１日までの間における管理職手当に関する経過措置）

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項までの規定による給料を支給さ

れる職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える

職員についての改正後の職員の給与に関する条例第１８条の２第２項の規定の適用については、平成２３年３月３１日までの間は、同項の規定

中「者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「者の給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項までの規定による給料の額との合計額」とする。

愛 媛 県 報平成１９年３月２０日 第１８４５号外１
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（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）

３ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

１０ 前３項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条

例第７条第２項 、第１８条の５第２項及び第１９

条第５項（職員給与条例第１９条の４第４項において準用する場合

を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用については、

職員給与条例第７条第２項中「調整前における給料月額」とある

のは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下「平成１７年

改正条例」という。）附則第７項から第９項までの規定による給

料の額との合計額」と、職員給与条例 第１８条

の５第２項及び第１９条第５項中「給料月額」とあるのは「給料月

額と平成１７年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給

料の額との合計額」とする。

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

１０ 前３項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条

例第７条第２項、第１８条の２第２項、第１８条の５第２項及び第１９

条第５項（職員給与条例第１９条の４第４項において準用する場合

を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用については、

職員給与条例第７条第２項中「調整前における給料月額」とある

のは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下「平成１７年

改正条例」という。）附則第７項から第９項までの規定による給

料の額との合計額」と、職員給与条例第１８条の２第２項、第１８条

の５第２項及び第１９条第５項中「給料月額」とあるのは「給料月

額と平成１７年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給

料の額との合計額」とする。

（職員の修学部分休業に関する条例の一部改正）

４ 職員の修学部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（修学部分休業の承認を受けた職員の給与）

第３条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、

職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下「職

員給与条例」という。）第１２条の規定又は教育職員の給与に関す

る条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）第１３条の規定にかかわらず、

その勤務しない１時間につき、給料の月額（給料の調整額及び教

職調整額を含む。）並びにこれに対する地域手当 、

定時制通信教育手当、産業教育手当及び農林漁業普及指導手当並

びに管理職手当、義務教育等教員特別手当及び初任給調整手当並

びに人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に１２を乗じ、そ

の額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額

を減額した給与を支給する。

２ 省略

（修学部分休業の承認を受けた職員の給与）

第３条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、

職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下「職

員給与条例」という。）第１２条の規定又は教育職員の給与に関す

る条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）第１３条の規定にかかわらず、

その勤務しない１時間につき、給料の月額（給料の調整額及び教

職調整額を含む。）並びにこれに対する地域手当、管理職手当、

定時制通信教育手当、産業教育手当及び農林漁業普及指導手当並

びに 義務教育等教員特別手当及び初任給調整手当並

びに人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に１２を乗じ、そ

の額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額

を減額した給与を支給する。

２ 省略

（職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正）

５ 職員の高齢者部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与）

第３条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合に

は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下

「職員給与条例」という。）第１２条の規定又は教育職員の給与に

関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）第１３条の規定にかかわ

らず、その勤務しない１時間につき、給料の月額（給料の調整額

及び教職調整額を含む。）並びにこれに対する地域手当

、定時制通信教育手当、産業教育手当及び農林漁業普及指導

（高齢者部分休業の承認を受けた職員の給与）

第３条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合に

は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下

「職員給与条例」という。）第１２条の規定又は教育職員の給与に

関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）第１３条の規定にかかわ

らず、その勤務しない１時間につき、給料の月額（給料の調整額

及び教職調整額を含む。）並びにこれに対する地域手当、管理職

手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び農林漁業普及指導
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手当並びに管理職手当、義務教育等教員特別手当及び初任給調整

手当並びに人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に１２を乗

じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除して

得た額を減額した給与を支給する。

２ 省略

手当並びに 義務教育等教員特別手当及び初任給調整

手当並びに人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に１２を乗

じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除して

得た額を減額した給与を支給する。

２ 省略

�愛媛県条例第５号
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特殊勤務手当の種類）

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 児童相談所、子ども療育センター、知的障害者更生相談所及

び精神保健福祉センターに勤務する職員の特殊勤務手当

�・� 省略

�及び� 削除

� 漁労手当

	・
 省略

� 職業訓練指導業務従事職員 の特殊勤務手当

� 省略

 削除

�～� 省略

（特殊現場作業従事職員の特殊勤務手当）

第１１条 特殊現場作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が次の各号

に掲げる作業に従事したときに支給する。

� 省略

� 省略

第１２条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて

支給してはならない。

� 省略

� 前条第２号に規定する作業 作業１日につき ２２０円

（児童相談所、子ども療育センター、知的障害者更生相談所及び

精神保健福祉センターに勤務する職員の特殊勤務手当）

第１５条 児童相談所、子ども療育センター、知的障害者更生相談所

及び精神保健福祉センターに勤務する職員の特殊勤務手当は、次

に掲げる作業に従事したときに支給する。

�・� 省略

� 子ども療育センターに勤務する職員が従事する重症心身障害

（特殊勤務手当の種類）

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 児童相談所、肢体不自由児施設 、知的障害者更生相談所及

び精神保健福祉センターに勤務する職員の特殊勤務手当

�・� 省略

� 研究手当

� 削除

� 漁獲手当

	・
 省略

� 職業訓練事業に従事する職員の特殊勤務手当

� 省略

 動物園飼育作業従事職員の特殊勤務手当

�～� 省略

（特殊現場作業従事職員の特殊勤務手当）

第１１条 特殊現場作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が次の各号

に掲げる作業に従事したときに支給する。

� 省略

� トンネルの坑内、クレーン付近、爆破現場、高圧線近接地そ

の他作業条件が劣悪な場所において行われるダム建設作業

� 省略

� 橋脚の基礎工事その他港湾、河川等におけるこれに類する工

事において、水面下４メートル以上の深所で行う作業

第１２条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて

支給してはならない。

� 省略

� 前条第２号に規定する作業 作業１日につき ３５０円

� 前条第３号に規定する作業 作業１日につき ２２０円

� 前条第４号に規定する作業 作業１日につき ２２０円

（児童相談所、肢体不自由児施設 、知的障害者更生相談所及び

精神保健福祉センターに勤務する職員の特殊勤務手当）

第１５条 児童相談所、肢体不自由児施設 、知的障害者更生相談所

及び精神保健福祉センターに勤務する職員の特殊勤務手当は、次

に掲げる作業に従事したときに支給する。

�・� 省略
し し

� 肢体不自由児施設に勤務する職員が従事する肢体不自由児の
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児等の診療、看護、検査、生活指導、保育指導、心理指導及び

訓練の作業又は結核性の重症心身障害児等に直接接する作業

�・� 省略

第１６条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額をこえて

支給してはならない。

� 省略

� 前条第２号から第５号まで に規定する作業 作業１日に

つき ４２０円

（児童自立支援施設に勤務する職員の特殊勤務手当）

第１７条 児童自立支援施設に勤務する職員の特殊勤務手当は、職員

が児童の自立支援又は生活支援の業務に従事したときに支給す

る。

第１８条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日１日につき

２，２２０円を超えて 支給してはならない。

（県警察に勤務する職員の特殊勤務手当）

第１９条 県警察に勤務する職員の特殊勤務手当は、この条例に別に

定めるもののほか、県警察に所属する警部、警部補、巡査部長若

しくは巡査である警察官若しくは警察官以外の職員が次に掲げる

作業（管理職手当の支給を受ける警部である警察官にあつては、

第１２号及び第２２号の２の作業に限る。）に従事したとき、県警察

に所属する警視である警察官が第１２号若しくは第２２号の２の作業

に従事したとき、又は県警察に所属する警視である警察官で専ら

検視を行うことを職務とする職にあるもの（人事委員会が定める

者に限る。）が第２１号の作業（検視又は解剖立会いの作業に限る。）

に従事したときに支給する。ただし、第２３号の作業に係る手当の

支給を受ける場合にあつては、第１号から第７号まで、第１２号、

第１４号、第１５号、第２２号及び第２２号の２の作業に係る手当は、本

務として当該作業に従事したときのほかは、支給しない。

� 私服員が現場において行う犯罪予防若しくは捜査又は被疑者

逮捕作業

�～� 省略

� 削除

�～� 省略

	 削除


 少年補導職員が現場において行う少年補導作業

�・� 省略

２・３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

第２０条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額をこえて

支給してはならない。

� 前条第１項第１号の作業 作業１日につき ５６０円

� 前条第１項第２号から第７号までの作業 作業１日につき

５６０円

 前条第１項第８号の作業

ア 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第２条に

規定する自動二輪車又は高速道路交通警察隊に配置されてい

る同条に規定する普通自動車のうち、道路交通法施行令（昭

し

看護作業又は結核性の肢体不自由児に直接接する作業

�・� 省略

第１６条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額をこえて

支給してはならない。

� 省略

� 前条第２号、第４号及び第５号に規定する作業 作業１日に

つき ４２０円

 前条第３号に規定する作業 月額 ８，８００円

（児童自立支援施設に勤務する職員の特殊勤務手当）

第１７条 児童自立支援施設に勤務する職員の特殊勤務手当は、職員

が児童の自立支援又は生活支援 に従事したときに支給す

る。

第１８条 前条の 手当の額は、勤務１月につき、当該職員の

給料月額の１００分の１４をこえて支給してはならない。

（県警察に勤務する職員の特殊勤務手当）

第１９条 県警察に勤務する職員の特殊勤務手当は、この条例に別に

定めるもののほか、県警察に所属する警部、警部補、巡査部長若

しくは巡査である警察官若しくは警察官以外の職員が次に掲げる

作業（管理職手当の支給を受ける警部である警察官にあつては、

第１２号及び第２２号の２の作業に限る。）に従事したとき、県警察

に所属する警視である警察官が第１２号若しくは第２２号の２の作業

に従事したとき、又は県警察に所属する警視である警察官で専ら

検視を行うことを職務とする職にあるもの（人事委員会が定める

者に限る。）が第２１号の作業（検視又は解剖立会いの作業に限る。）

に従事したときに支給する。ただし、第２３号の作業に係る手当の

支給を受ける場合にあつては、第１号から第７号まで、第１２号、

第１４号、第１５号、第２２号及び第２２号の２の作業に係る手当は、本

務として当該作業に従事したときのほかは、支給しない。

� 私服員が主として従事する犯罪予防若しくは捜査又は被疑者

逮捕作業

�～� 省略

� 無線電話送受作業

�～� 省略

	 道路において行う運転免許技能試験作業


 少年補導職員が従事する 少年補導作業

�・� 省略

２・３ 省略

４ 第１項第１３号に掲げる作業については、特に優秀な技術を必要

とし、その技術の程度は、人事委員会が定める。

５ 省略

６ 省略

７ 省略

第２０条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額をこえて

支給してはならない。

� 前条第１項第１号の作業 月額 １１，７６０円

� 前条第１項第２号から第７号までの作業 月額 １１，７６０円

 前条第１項第８号の作業

ア 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第２条に

規定する自動二輪車又は高速道路交通警察隊に配置されてい

る同条に規定する普通自動車のうち、道路交通法施行令（昭

愛 媛 県 報平成１９年３月２０日 第１８４５号外１

６



和３５年政令第２７０号）第１３条第１項第１号の５に規定する交通

取締用自動車で公安委員会が指定したものの運転作業 作業

１日につき ５６０円

イ その他の作業 作業１日につき ４２０円

� 省略

� 前条第１項第１０号の作業 作業１日につき ３４０円

�・� 省略

� 削除

�～� 省略

� 削除

	 前条第１項第２５号の作業 作業１日につき ３１０円


・� 省略

２・３ 省略

第２１条から第２４条まで 削除

（漁労手当）

第２５条 漁労手当は、水産実習船に勤務する船員が漁労に従事した

ときに支給する。

第２６条 前条に規定する 手当の額は、漁労に従事した日

１日につき８，４００円を超えて支給して

はならない。

（職業訓練指導業務従事職員 の特殊勤務手当）

第３１条 職業訓練指導業務従事職員 の特殊勤務手当は、高等技術

専門校に勤務する職業訓練指導員が職業訓練指導業務に従事した

ときに支給する。

第３２条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日１日につき

７９０円を超えて支給してはならない。

第３５条及び第３６条 削除

（夜間看護手当）

第４５条 夜間看護手当は、子ども療育センターに勤務する看護師又

は准看護師（以下「看護師等」という。）が正規の勤務時間によ

る勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時後翌日の午前５時前の間

をいう。以下同じ。）において行われる看護等の業務に従事した

ときに支給する。

（家畜保健衛生所に勤務する職員の特殊勤務手当）

第４９条 家畜保健衛生所に勤務する職員の特殊勤務手当は、家畜保

健衛生所（家畜病性鑑定室を含む。）に勤務する獣医師が

家畜保健衛生所法（昭和２５年法律第１２号）第３条に規定す

る業務に従事したときに支給する。

第５０条 前条に規定する手当の額は、業務に従事した日１日につき

７３０円を超えて支給してはならない。

和３５年政令第２７０号）第１３条第１項第１号の５に規定する交通

取締用自動車で公安委員会が指定したものの運転作業 月額

１１，７６０円

イ その他の作業 月額 ８，８２０円

� 省略

� 前条第１項第１０号の作業 月額 ７，１４０円

�・� 省略

� 前条第１項第１３号の作業 作業１日につき ５０円

�～� 省略

� 前条第１項第２４号の作業 作業１日につき ３１０円

	 前条第１項第２５号の作業 月額 ７，１３０円


・� 省略

２・３ 省略

（研究手当）

第２１条 研究手当は、保健福祉部、愛媛整肢療護園、保健所、衛生

環境研究所等に勤務する医師（獣医師を除く。以下同じ。）であ

る職員で、診療、検診、検疫、救護その他保健指導に従事する者

に支給する。

第２２条 前条に規定する手当の月額は、３０，０００円をこえて支給して

はならない。

第２３条及び第２４条 削除

（漁獲手当）

第２５条 漁獲手当は、水産実習船に勤務する船員が漁労に従事した

ときに支給する。

第２６条 前条の規定により支給する手当の総額は、１航海ごとの漁

獲物の売上額から市場及び問屋に納付する手数料を控除した残額

の１００分の２０をこえてはならない。

（職業訓練事業に従事する職員の特殊勤務手当）

第３１条 職業訓練事業に従事する職員の特殊勤務手当は、高等技術

専門校に勤務する職業訓練指導員が職業訓練 に従事した

ときに支給する。

第３２条 前条に規定する手当の月額は、１３，３００円

を超えて支給してはならない。

（動物園飼育作業従事職員の特殊勤務手当）

第３５条 動物園飼育作業従事職員の特殊勤務手当は、動物園に勤務

する職員が、猛獣、猛禽の診断、治療及び給飼並びに猛獣、猛禽

舎の清掃作業に従事したときに支給する。

第３６条 前条に規定する手当の額は、作業に従事した日１日につき

３１０円を超えて支給してはならない。

（夜間看護手当）

第４５条 夜間看護手当は、愛媛整肢療護園 に勤務する看護師又

は准看護師（以下「看護師等」という。）が正規の勤務時間によ

る勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時後翌日の午前５時前の間

をいう。以下同じ。）において行われる看護等の業務に従事した

ときに支給する。

（家畜保健衛生所に勤務する職員の特殊勤務手当）

第４９条 家畜保健衛生所に勤務する職員の特殊勤務手当は、家畜保

健衛生所（家畜病性鑑定室を含む。）に勤務する獣医師である職

員で、家畜保健衛生所法（昭和２５年法律第１２号）第３条に規定す

る事務に従事する者 に支給する。

第５０条 前条に規定する手当の月額は、１５，３００円

を超えて支給してはならない。
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２ 前条の業務のうち、牛海綿状脳症対策特別措置法（平成１４年法

律第７０号）第６条第２項に規定する検査において行う延髄の採取

業務に従事した場合は、前項の規定により支給する手当の額にそ

の業務に従事した日１日につき８１０円の範囲内で人事委員会が定

める額を加算することができる。

（航空手当）

第５９条 航空手当は、 次に掲げる業務に従事したときに支給

する。

� 操縦士が行う航空機の操縦業務

� 整備士が航空機に搭乗して行う整備、訓練、捜索救難、調査、

漁業取締り等の業務

� 前２号の職員以外の職員が航空機に搭乗して行う 訓

練、捜索救難、調査、漁業取締り等の業務

第６０条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて

支給してはならない。

� 前条第１号の業務 業務１時間につき ７，７００円

� 前条第２号の業務 業務１時間につき ４，５００円

� 前条第３号の業務 業務１時間につき １，９００円

２ 前条各号に掲げる 業務のうち、特別の考慮を必要とする

ものとして人事委員会が定める業務に従事した場合は、前項

の規定により支給する手当の額にその業務１時間に

つき１，５３０円の範囲内で人事委員会が定める額を加算することが

できる。ただし、一の月の加算額の総額は、当該人事委員会が定

める額に２５を乗じて得た額を超えることはできない。

３ 前条第２号又は第３号の捜索救難の業務のために、飛行中の回

転翼航空機から降下した日がある場合は、その日の属する月の第

１項第２号又は第３号及び前項の規定により支給する手当の額に

その降下した日１日につき８７０円の範囲内で人事委員会が定める額を

加算することができる。

（航空手当）

第５９条 航空手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給

する。ただし、第１号の業務に係る手当の支給を受ける場合にあ

つては、第２号及び第３号の業務に係る手当は、支給しない。

� 航空機 の操縦業務

� 航空機の整備業務

� 航空機 に搭乗して行う整備、訓

練、捜索救難、調査、漁業取締り等の業務

第６０条 前条に規定する手当の額は、次の各号に定める額を超えて

支給してはならない。

� 前条第１号の業務 月額 １２７，５００円

� 前条第２号の業務 月額 ２８，６００円

� 前条第３号の業務 業務１時間につき ２，２００円

２ 前条第１号及び第３号の業務のうち、特別の考慮を必要とする

ものとして人事委員会が定める業務に従事した場合は、前項第１

号及び第３号の規定により支給する手当の額にその業務１時間に

つき１，５３０円の範囲内で人事委員会が定める額を加算することが

できる。ただし、一の月の加算額の総額は、当該人事委員会が定

める額に２５を乗じて得た額を超えることはできない。

３ 前条第３号 の捜索救難の業務のために、飛行中の回

転翼航空機から降下した日がある場合は、その日の属する月の第

１項第３号 及び前項の規定により支給する手当の額に

その降下した日１日につき８７０円の範囲内で人事委員会が定める額を

加算することができる。

（短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当の額の特例）

第６４条の４ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する特殊勤務手

当（月額で支給する手当（第１７条に規定する手当を除く。）に限

る。）の額は、この条例の規定にかかわらず、この条例に規定す

る額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６

年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその

者の勤務時間を同項に規定する再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額の範囲内で人事委員会が定める額とする。

附 則

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

１１ 附則第７項から第９項までの規定による給料を支給される職員

に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定

中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

１１ 附則第７項から第９項までの規定による給料を支給される職員

に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定

中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条
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例等の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第

７項から第９項までの規定による給料の額との合計額」とする。

� 省略

� 省略

� 省略

例等の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第

７項から第９項までの規定による給料の額との合計額」とする。

� 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第２９

号）第１８条

� 省略

� 省略

� 省略

�愛媛県条例第６号
知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の給与の特例）

第４条 職員給与条例、教育職員給与条例、任期付研究員条例又は

任期付職員条例の適用を受ける職員（以下「職員」という。）の

給料月額（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平

成１７年愛媛県条例第８８号。以下「職員給与改正条例」という。）

附則第７項から第９項までの規定による給料を支給される職員に

あっては、給料月額とこれらの規定による給料の額の合計額）は、

職員給与条例第３条から第４条の２までの規定、職員給与改正条

例附則第７項から第９項までの規定、教育職員給与条例第４条か

ら第７条の２までの規定、任期付研究員条例第５条の規定及び任

期付職員条例第７条の規定にかかわらず、これらの規定により定

められた額から当該額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額

とする。ただし、給料の調整額 及び退職手当の額の

算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

� 職員給与条例第１９条第５項に規定する人事委員会規則で定め

る管理又は監督の地位にある職員として期末手当の加算を受け

るべき職にある職員 １００分の６

� 職員給与条例第１８条の２第１項の規定若しくは教育職員給与

条例第１７条の３第１項の規定により管理職手当の支給を受ける

べき職にある職員（前号に掲げる職員を除く。）、任期付研究

員条例第５条第１項に規定する給料表の適用を受ける職員（そ

の号給が３号給であるものに限る。）及び任期付職員条例第７

条第１項に規定する給料表の適用を受ける職員（その号給が３

号給又は４号給であるものに限る。） １００分の４．５

� 職員給与条例第１９条第５項の規定又は教育職員給与条例第１９

条第５項の規定により期末手当の加算を受けるべき職にある職

員（前２号に掲げる職員を除く。） １００分の３

� 前３号に掲げる職員以外の職員 １００分の２．６

２ 職員の給料の調整額の額は、職員給与条例第７条第２項の規定

にかかわらず、同項

の規定により定められた額から当該額に、前項各号に掲げる職員

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（そ

（職員の給与の特例）

第４条 職員給与条例、教育職員給与条例、任期付研究員条例又は

任期付職員条例の適用を受ける職員（以下「職員」という。）の

給料月額（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平

成１７年愛媛県条例第８８号。以下「職員給与改正条例」という。）

附則第７項から第９項までの規定による給料を支給される職員に

あっては、給料月額とこれらの規定による給料の額の合計額）は、

職員給与条例第３条から第４条の２までの規定、職員給与改正条

例附則第７項から第９項までの規定、教育職員給与条例第４条か

ら第７条の２までの規定、任期付研究員条例第５条の規定及び任

期付職員条例第７条の規定にかかわらず、これらの規定により定

められた額から当該額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額

とする。ただし、給料の調整額、管理職手当及び退職手当の額の

算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

� 職員給与条例第１９条第５項に規定する人事委員会規則で定め

る管理又は監督の地位にある職員として期末手当の加算を受け

るべき職にある職員 １００分の８

� 職員給与条例第１８条の２第１項の規定若しくは教育職員給与

条例第１７条の３第１項の規定により管理職手当の支給を受ける

べき職にある職員（前号に掲げる職員を除く。）、任期付研究

員条例第５条第１項に規定する給料表の適用を受ける職員（そ

の号給が３号給であるものに限る。）及び任期付職員条例第７

条第１項に規定する給料表の適用を受ける職員（その号給が３

号給又は４号給であるものに限る。） １００分の６

� 職員給与条例第１９条第５項の規定又は教育職員給与条例第１９

条第５項の規定により期末手当の加算を受けるべき職にある職

員（前２号に掲げる職員を除く。） １００分の４

� 前３号に掲げる職員以外の職員 １００分の３．５

２ 職員の給料の調整額の額は、職員給与条例第７条第２項の規定

又は教育職員給与条例第８条第２項の規定にかかわらず、これら

の規定により定められた額から当該額に、前項各号に掲げる職員

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（そ
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の額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を

減じて得た額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる

給料の調整額については、この限りでない。

３ 職員の管理職手当の月額は、職員給与条例第１８条の２第２項の

規定又は教育職員給与条例第１７条の３第２項の規定にかかわら

ず、これらの規定により定められた額から当該額に、１００分の７．５

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これ

を切り捨てた額）を減じて得た額とする。

附 則

２ この条例は、平成２０年３月３１日限り、その効力を失う。

の額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を

減じて得た額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる

給料の調整額については、この限りでない。

３ 職員の管理職手当の月額は、職員給与条例第１８条の２第２項の

規定又は教育職員給与条例第１７条の３第２項の規定にかかわら

ず、これらの規定により定められた額から当該額に、１００分の１０

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これ

を切り捨てた額）を減じて得た額とする。

附 則

２ この条例は、平成１９年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第７号
愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例（昭和４８年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（特定指定法人等の在職期間を有する者に関する経過措置）

１４ 附則第９項に規定する者又は附則第１１項の規定に該当する者が

適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第２条

の３及び第６条の５の規定による退職手当の額は、新条例第２条

の３から第５条の３まで及び第６条から第６条の５まで、条例第

５７号附則第５項並びにこの条例附則第５項から附則第８項までの

規定にかかわらず、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控

除して得た額（その控除して得た額が、その者につき旧条例及び

条例第５７号附則第５項の規定を適用して計算した退職手当の額よ

り低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額）と

する。

� 省略

� その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き

続いた在職期間内に支給を受けた退職手当（これに相当する給

与を含む。以下この号において同じ。）の額と当該退職手当の

支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき

附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄

に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当

する金額を合計した額

１７ 新条例附則第１３項及びこの条例附則第９項の規定に該当する者

が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の

額は、新条例附則第１３項の規定にかかわらず、同項の規定により

計算した額からその者が職員又は特定指定法人に使用される者と

しての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当（これに相

当する給与を含み、新条例附則第１３項第２号に規定する特殊退職

をした際に支給を受けた新条例の規定による退職手当に相当する

給与を除く。以下この項において同じ。）の額と当該退職手当の

支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附

附 則

（特定指定法人等の在職期間を有する者に関する経過措置）

１４ 附則第９項に規定する者又は附則第１１項の規定に該当する者が

適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第２条

の３及び第６条の５の規定による退職手当の額は、新条例第２条

の３から第５条の３まで及び第６条から第６条の５まで、条例第

５７号附則第５項並びにこの条例附則第５項から附則第８項までの

規定にかかわらず、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控

除して得た額（その控除して得た額が、その者につき旧条例及び

条例第５７号附則第５項の規定を適用して計算した退職手当の額よ

り低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額）と

する。

� 省略

� その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き

続いた在職期間内に支給を受けた退職手当（これに相当する給

与を含む。以下この号において同じ。）の額と当該退職手当の

支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき

年５．５パーセントの

利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当

する金額を合計した額

１７ 新条例附則第１３項及びこの条例附則第９項の規定に該当する者

が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の

額は、新条例附則第１３項の規定にかかわらず、同項の規定により

計算した額からその者が職員又は特定指定法人に使用される者と

しての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当（これに相

当する給与を含み、新条例附則第１３項第２号に規定する特殊退職

をした際に支給を受けた新条例の規定による退職手当に相当する

給与を除く。以下この項において同じ。）の額と当該退職手当の

支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年
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則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲

げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を

合計した額を控除して得た額とする。

３３ 附則第９項又は附則第１１項及び附則第１９項の規定の適用を受け

る者（他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。）

が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第２

条の３及び第６条の５の規定による退職手当の額は、新条例第２

条の３から第５条の３まで及び第６条から第６条の５まで、条例

第５７号附則第５項並びにこの条例附則第５項から附則第８項まで

又は附則第１４項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した

額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給

を受けた退職手当（これに相当する給与を含む。以下この項及び

次項において同じ。）の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌

日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げ

る期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算

の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除し

て得た額（その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例

第５７号附則第５項の規定を適用して計算した退職手当の額より低

い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額）とする。

３４ 附則第１５項及び附則第１９項の規定の適用を受ける者（他の勤続

期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。）が適用日以後

に退職した場合におけるその者に対する新条例第２条の３及び第

６条の５の規定による退職手当の額は、新条例第２条の３から第

５条の３まで及び第６条から第６条の５まで、条例第５７号附則第

５項並びにこの条例附則第５項から附則第８項まで又は附則第１６

項の規定にかかわらず、同項（条例第５７号附則第５項の規定の適

用を受ける者でこの条例附則第５項から附則第７項までの規定に

該当するものにあつては、この条例附則第８項）の規定により計

算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内

に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の

翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲

げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計

算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除

して得た額（その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条

例第５７号附則第５項の規定を適用して計算した退職手当の額より

低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額）とす

る。

３８ 省略

附則別表

５．５パーセントの

利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を

合計した額を控除して得た額とする。

３３ 附則第９項又は附則第１１項及び附則第１９項の規定の適用を受け

る者（他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。）

が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第２

条の３及び第６条の５の規定による退職手当の額は、新条例第２

条の３から第５条の３まで及び第６条から第６条の５まで、条例

第５７号附則第５項並びにこの条例附則第５項から附則第８項まで

又は附則第１４項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した

額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給

を受けた退職手当（これに相当する給与を含む。以下この項及び

次項において同じ。）の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌

日から退職した日の前日までの期間につき年５．５パーセントの

利率で複利計算

の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除し

て得た額（その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例

第５７号附則第５項の規定を適用して計算した退職手当の額より低

い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額）とする。

３４ 附則第１５項及び附則第１９項の規定の適用を受ける者（他の勤続

期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。）が適用日以後

に退職した場合におけるその者に対する新条例第２条の３及び第

６条の５の規定による退職手当の額は、新条例第２条の３から第

５条の３まで及び第６条から第６条の５まで、条例第５７号附則第

５項並びにこの条例附則第５項から附則第８項まで又は附則第１６

項の規定にかかわらず、同項（条例第５７号附則第５項の規定の適

用を受ける者でこの条例附則第５項から附則第７項までの規定に

該当するものにあつては、この条例附則第８項）の規定により計

算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内

に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の

翌日から退職した日の前日までの期間につき年５．５パーセントの

利率で複利計

算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除

して得た額（その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条

例第５７号附則第５項の規定を適用して計算した退職手当の額より

低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額）とす

る。

３８ 省略

平成１３年３月３１日以前 年５．５パーセント

平成１３年４月１日から平成１７年３月３１日ま

で
年４．０パーセント

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日ま

で
年１．６パーセント

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日ま

で
年２．３パーセント

平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日ま

で
年２．６パーセント

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日ま

で
年３．０パーセント
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平成２１年４月１日以後 年３．２パーセント

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第８号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料の納付時期）

第３条 前条に規定する手数料（以下「手数料」という。）は、次

の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める時期に納

付しなければならない。

� 省略

� 別表５の表８の２の項に掲げる手数料 知事が指定する期日

� 省略

� 前３号に掲げる手数料以外の手数料 申請、申込み、願出、

請求等の際

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

（手数料の納付時期）

第３条 前条に規定する手数料（以下「手数料」という。）は、次

の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める時期に納

付しなければならない。

� 省略

� 省略

� 前２号に掲げる手数料以外の手数料 申請、申込み、願出、

請求等の際

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１～４ 省略

５ 土木関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～７ 省略 １～７ 省略

８ 建築基準法

（昭和２５年法

律第２０１号）第

６ 条 第 １ 項

（同法第８７条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の建

築等の確認の

申請に対する

審査（構造計

算適合性判定

に係る部分の

審査を除く。）

省略 ８ 建築基準法

（昭和２５年法

律第２０１号）第

６ 条 第 １ 項

（同法第８７条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の建

築等の確認の

申請に対する

審査

省略

８の２ 建築基

準法第６条第

５項又は第１８

条第４項の規

定に基づく構

造計算適合性

構造計

算適合

性判定

手数料

� 建築物の構造計算が建築基準

法第２０条第２号イに規定する方

法によるものの判定 建築物

（２以上の部分がエキスパンシ

ョンジョイントその他の相互に

応力を伝えない構造方法のみで
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判定 接している建築物の当該建築物

の部分は、それぞれ別の建築物

とみなす。以下この項において同

じ。）ごとに、次に掲げる判定を

行う部分の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

ア 床面積の合計が１，０００平方

メートル以内のもの ２１４，０００

円

イ 床面積の合計が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方メ

ートル以内のもの ２８５，０００

円

ウ 床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のもの ３２７，０００

円

エ 床面積の合計が１０，０００平方

メートルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの ４３３，０００

円

オ 床面積の合計が５０，０００平方

メートルを超えるもの ７９５，０

００円

� 建築物の構造計算が同法第２０

条第２号イ又は第３号イに規定

するプログラムによるものの判

定 建築物ごとに、次に掲げる

判定を行う部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が １，０００平方

メートル以内のもの １４８，０００

円

イ 床面積の合計が １，０００平方

メートルを超え ２，０００平方メ

ートル以内のもの １８３，０００

円

ウ 床面積の合計が ２，０００平方

メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のもの ２０２，０００

円

エ 床面積の合計が１０，０００平方

メートルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの ２５５，０００

円

オ 床面積の合計が５０，０００平方

メートルを超えるもの ４３３，０

００円

９～１３ 省略 ９～１３ 省略

１４ 建築基準法

第７条の３第

１項の規定に

省略 １４ 建築基準法

第７条の３第

２項の規定に

省略
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基づく中間の

検査の申請に

対する審査

基づく中間の

検査の申請に

対する審査

１５ 建築基準法

第７条の３第

１項の規定に

よる建築物の

中間の検査の

申請に係る建

築物に同法第

８７条の２の昇

降機に係る部

分が含まれる

場合における

同法第７条の

３第１項の規

定に基づく中

間の検査の申

請の当該部分

に 対 す る 審

査、同法第８７

条の２におい

て準用する同

法第７条の３

第１項の規定

に基づく建築

設備の中間の

検査の申請に

対する審査又

は同法第８８条

第１項におい

て準用する同

法第７条の３

第１項の規定

に基づく工作

物の中間の検

査の申請に対

する審査

省略 １５ 建築基準法

第７条の３第

２項の規定に

よる建築物の

中間の検査の

申請に係る建

築物に同法第

８７条の２の昇

降機に係る部

分が含まれる

場合における

同法第７条の

３第２項の規

定に基づく中

間の検査の申

請の当該部分

に 対 す る 審

査、同法第８７

条の２におい

て準用する同

法第７条の３

第２項の規定

に基づく建築

設備の中間の

検査の申請に

対する審査又

は同法第８８条

第１項におい

て準用する同

法第７条の３

第２項の規定

に基づく工作

物の中間の検

査の申請に対

する審査

省略

１６～７６ 省略 １６～７６ 省略

７７ 宅地造成等

規制法（昭和

３６年 法 律 第

１９１号）第８条

第１項本文の

規定に基づく

宅地造成に関

する工事の許

可の申請に対

する審査

省略 ７７ 宅地造成等

規制法（昭和

３６年 法 律 第

１９１号）第８条

第１項 の

規定に基づく

宅地造成に関

する工事の許

可の申請に対

する審査

省略

７７の２ 宅地造

成等規制法第

１２条第１項の

宅地造

成に関

する工

変更の許可の申請１件につき、次

に掲げる宅地造成に関する工事の

計画の変更の区分に応じ、それぞ
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規定に基づく

宅地造成に関

する工事の計

画の変更の許

可の申請に対

する審査

事の計

画の変

更許可

申請手

数料

れ次に定める金額を合算した金額

（その金額が４２０，０００円を超える

ときは、その手数料の金額は、

４２０，０００円とする。）

� 切土又は盛土をする土地に関

する設計の変更（�のみに該当す

る場合を除く。） 切土又は盛

土をする土地の面積（�に規定す

る変更を伴う場合にあっては変

更前の切土又は盛土をする土地

の面積、切土又は盛土をする土

地の面積の縮小を伴う場合にあ

っては縮小後の切土又は盛土を

する土地の面積）に応じ７７の項

に規定する金額に１０分の１を乗

じて得た金額

� 切土又は盛土をする土地への

新たな土地の編入に係る計画の

変更 新たに編入される切土又

は盛土をする土地の面積に応じ

７７の項に規定する金額

７８～１０２ 省略 ７８～１０２ 省略

備考 省略 備考 省略

６ その他の手数料 ６ その他の手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～９ 省略 １～９ 省略

９の２ 教育職

員免許法第５

条の２第３項

の規定に基づ

く免許状の新

教育領域の追

加

教育職

員の免

許状の

新教育

領域の

追加手

数料

� 普通免許状の新教育領域の追

加 ３，３００円

� 臨時免許状の新教育領域の追

加 １，７００円

１０～６４ 省略 １０～６４ 省略

備考 省略 備考 省略

附 則

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第９２号）の施行の日から施行する。

ただし、別表５の表７７の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定（同表７７の２の項に係る部分に限る。）は公布の日から、

別表６の表９の項の次に次のように加える改正規定（同表９の２の項に係る部分に限る。）は平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第９号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

附 則

（県民税の法人税割の税率の特例）

第１７条 昭和５０年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度分、各計算期間分又は各連結事業年度分の法人税割

及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法

人税額に係る法人税割の税率は、第１３条第４項の規定にかかわら

ず、１００分の５．８とする。

附 則

（県民税の法人税割の税率の特例）

第１７条 昭和５０年４月１日から平成１９年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度分、各計算期間分又は各連結事業年度分の法人税割

及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法

人税額に係る法人税割の税率は、第１３条第４項の規定にかかわら

ず、１００分の５．８とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第１０号
愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者が自立して暮らすことのできる社会づくりを推進するため、障害者の雇用の促進のための県税の特別措置につ

いて定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例において「雇用障害者数」とは、法人又は個人が県内の事務所又は事業所において雇用する障害者（障害者の雇用の促進

等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２条第２号に規定する身体障害者、同条第４号に規定する知的障害者又は同条第６号に規定

する精神障害者をいう。）である労働者であって県内に住所を有するもの（知事が定める要件を満たすものに限る。）の数（知事が定め

る算定方法によるものをいう。）をいう。

（事業税の不均一課税）

第３条 常時雇用する労働者（障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条第１項に規定する短時間労働者を除く。以下同じ。）の数が５５人

以下である法人（知事が定めるものに限る。）であって平成１９年４月１日から平成２２年３月３１日までの間に開始する各事業年度の雇用障

害者数が平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの間に開始する最後の事業年度（以下「基準事業年度」という。）の雇用障害者数

（基準事業年度を有しない法人にあっては、零とする。以下同じ。）を超えるものに課する事業税の額は、当該各事業年度に限り、愛媛

県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号。以下「県税条例」という。）第１８条の２及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

に規定する税率に２分の１を乗じて得た率で算定した金額とする。

２ 常時雇用する労働者の数が５５人以下である個人（知事が定めるものに限る。）であって平成２０年１月１日から平成２２年１２月３１日までの

各年の雇用障害者数が平成１９年１月１日から同年１２月３１日までの期間（以下「基準年」という。）の雇用障害者数（基準年を有しない個

人にあっては、零とする。以下同じ。）を超えるものに課する事業税の額は、当該各年に限り、県税条例第１８条の４の規定にかかわらず、

同条に規定する税率に２分の１を乗じて得た率で算定した金額とする。

３ 前２項の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとして算定した事業税の額からこれらの規定を適用して算定した事業税の

額を控除して得た金額が１０万円に当該各事業年度又は各年の雇用障害者数から当該基準事業年度又は基準年の雇用障害者数を控除した数

を乗じて得た金額を超える場合に課する事業税の額は、これらの規定の適用がないものとして算定した事業税の額から１０万円に当該控除

した数を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。

（他の県税特別措置条例との関係）

第４条 前条の規定及び愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例（昭和４５年愛媛県条例第１６号）、愛媛県農村地域工業等導入

地区における県税の特別措置に関する条例（昭和４７年愛媛県条例第６号）、愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関す

る条例（昭和６２年愛媛県条例第５号）又は愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例（平成１４年愛媛県条例

第４７号）（以下「県税特別措置条例」と総称する。）の規定の適用を受ける法人又は個人に課する事業税の額は、同条の規定にかかわら

ず、第１号の規定により算定した金額から第２号の規定により算定した金額を控除して得た金額とする。

� 前条の規定の適用がないものとして県税特別措置条例の規定を適用して算定した事業税の額

� 前条及び県税特別措置条例の規定の適用がないものとして算定した事業税の額から県税特別措置条例の規定の適用がないものとして

同条の規定を適用して算定した事業税の額を控除して得た金額

（申告）

第５条 この条例の規定の適用を受けようとする者は、事業税に関する申告期限までに、知事が定める事項を記載した申告書に知事が定め

る書類を添付して知事に提出しなければならない。

愛 媛 県 報平成１９年３月２０日 第１８４５号外１
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（適用除外）

第６条 この条例の規定は、県税に係る徴収金を滞納している法人又は個人その他知事がこの条例の規定を適用することが適当でないと認

める法人又は個人については、適用しない。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１１号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事 務 市 町 事 務 市 町

１ 地方自治法（以下この項において「法」とい

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第９条の５第１項の規定に基づく新た

に生じた土地を確認した旨の届出の受理に

関する事務

� 法第９条の５第２項の規定に基づく新た

に生じた土地を確認した旨の届出の受理の

告示に関する事務

� 法第２６０条第１項の規定に基づく町若しく

は字の区域を新たに画し若しくはこれを廃

止し、又は町若しくは字の区域若しくはその

名称を変更する旨の届出の受理に関する事

務

� 法第２６０条第２項の規定に基づく町若しく

は字の区域を新たに画し若しくはこれを廃

止し、又は町若しくは字の区域若しくはその

名称を変更する旨の届出の受理の告示に関

する事務

各市町 １ 削除

１の２～７ 省略 １の２～７ 省略

７の２ 国有財産法（昭和２３年法律第７３号。以下

この項において「法」という。）に基づく事務

のうち、次に掲げるもの（河川法（昭和３９年法

律第１６７号）第１００条第１項の規定により市町長

が指定した河川の用に供される国有財産に係

るものに限る。）

� 法第３１条の２第１項の規定に基づく土地

の立入りに関する事務

� 法第３１条の２第２項の規定に基づく土地

の立入りの通知及び公告に関する事務

� 法第３１条の２第５項の規定に基づく土地

の立入りに伴う損失の補償に関する事務

� 法第３１条の３第１項及び第３項の規定に

基づく境界の確定の協議に関する事務

各市町

愛 媛 県 報平成１９年３月２０日 第１８４５号外１
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� 法第３１条の４第１項の規定に基づく境界

の決定のための調査に関する事務

� 法第３１条の４第２項の規定に基づく境界

の決定に関する事務

� 法第３１条の４第３項の規定に基づく地方

審議会への諮問に関する事務

� 法第３１条の４第５項の規定に基づく境界

等の通知及び公告に関する事務

� 法第３１条の５第１項の規定に基づく境界

に同意しない旨の通告の受理に関する事務

� 法第３１条の５第３項の規定に基づく境界

が確定した旨の通知及び公告に関する事務

８～１１ 省略 ８～１１ 省略

１２ 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３

号。以下この項において「法」という。）及び

法の施行のための規則に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

� 省略

� 法第１２条第５項の准看護師免許証の交付

に関する事務

	～
 省略

保健所を設

置する市

１２ 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３

号。以下この項において「法」という。）及び

法の施行のための規則に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

� 省略

� 法第１２条第２項の准看護師免許証の交付

に関する事務

	～
 省略

保健所を設

置する市

１３ 省略 １３ 省略

１４ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下この項

において「法」という。）及び法の施行のため

の規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

（第１９号から第４４号まで及び第４９号から第５２

号までの事務については、２以上の市町の区域

において病院、診療所若しくは介護老人保健施

設又は法第４２条 に規定

する業務を行う施設を開設する医療法人に係

るものを除く。）

�・� 省略

	 法第７条第３項の規定に基づく診療所の

病床 の設置又は病床数等の変更の許可

の申請の受付及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務並びに許可証の

交付に関する事務

�～� 省略

� 法第１２条の２第１項の規定に基づく地域

医療支援病院の開設者の報告書の提出の受

付及び知事への送付に関する事務

�～� 省略

�の２ 法第４６条の４第３項第４号の規定に

基づく監事の報告の受理に関する事務

～� 省略

� 法第５２条第１項の規定に基づく医療法人

の事業報告書等の届出の受理に関する事務

�の２ 法第５２条第２項の規定に基づく医療

法人の定款等の閲覧に関する事務

�・� 省略

�及び� 削除

保健所を設

置する市

１４ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下この項

において「法」という。）及び法の施行のため

の規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

（第１９号から第４４号まで及び第４９号から第５２

号までの事務については、２以上の市町の区域

において病院、診療所若しくは介護老人保健施

設又は法第４２条第１項若しくは第２項に規定

する業務を行う施設を開設する医療法人に係

るものを除く。）

�・� 省略

	 法第７条第３項の規定に基づく診療所の

療養病床の設置又は病床数等の変更の許可

の申請の受付及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務並びに許可証の

交付に関する事務

�～� 省略

� 法第１２条の２ の規定に基づく地域

医療支援病院の開設者の報告書の提出の受

付及び知事への送付に関する事務

�～� 省略

～� 省略

� 法第５１条第１項の規定に基づく医療法人

の決算 の届出の受理に関する事務

�・� 省略

� 法第５６条第２項の規定に基づく解散した

社団たる医療法人の残余財産の処分の認可

保健所を設

置する市
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�～� 省略

� 削除

�～� 省略

� 削除

�～� 省略

	 政令第４条第２項の規定に基づく診療所

の 病床数等の変更の届出の受付

及び当該届出に係る届出書の知事への送付

に関する事務


・� 省略

� 政令第５条の１１第１項の規定に基づく医

療法人台帳の備付けに関する事務

 政令第５条の１１第２項の規定に基づく医

療法人の主たる事務所の移転の通知に関す

る事務

� 政令第５条の１２の規定に基づく登記事項

又は登記年月日の届出の受理に関する事務

� 政令第５条の１３の規定に基づく役員の変

更の届出の受理に関する事務

に関する事務

� 法第５６条第３項の規定に基づく解散した

財団たる医療法人の残余財産の帰属の認可

に関する事務

�～� 省略

� 法第６４条の２の規定に基づく特別医療法

人に対する収益業務の停止の命令に関する

事務

�～� 省略

� 法第６８条において準用する民法第５９条第

３号の規定に基づく監事の報告の受理に関

する事務

�～� 省略

	 政令第４条第２項の規定に基づく診療所

の療養病床の病床数等の変更の届出の受付

及び当該届出に係る届出書の知事への送付

に関する事務


・� 省略

� 政令第５条の６第１項の規定に基づく医

療法人台帳の備付けに関する事務

 政令第５条の６第２項の規定に基づく医

療法人の主たる事務所の移転の通知に関す

る事務

� 政令第５条の７の規定に基づく登記事項

又は登記年月日の届出の受理に関する事務

� 政令第５条の８の規定に基づく役員の変

更の届出の受理に関する事務

１４の２ 医療法（以下この項において「法」とい

う。）及び法の施行のための規則に基づく事務

のうち、次に掲げるもの（２以上の市町の区域

において病院、診療所若しくは介護老人保健施

設又は法第４２条 に規定

する業務を行う施設を開設する医療法人に係

るものに限る。）

�～� 省略

�の２ 法第４６条の４第３項第４号の規定に

基づく監事の報告の受付及び当該報告に係

る報告書の知事への送付に関する事務

�～� 省略

� 法第５２条第１項の規定に基づく医療法人

の事業報告書等の届出の受付及び当該届出

に係る届出書の知事への送付に関する事務

�・� 省略

�及び� 削除

保健所を設

置する市

１４の２ 医療法（以下この項において「法」とい

う。）及び法の施行のための規則に基づく事務

のうち、次に掲げるもの（２以上の市町の区域

において病院、診療所若しくは介護老人保健施

設又は法第４２条第１項若しくは第２項に規定

する業務を行う施設を開設する医療法人に係

るものに限る。）

�～� 省略

�～� 省略

� 法第５１条第１項の規定に基づく医療法人

の決算 の届出の受付及び当該届出

に係る届出書の知事への送付に関する事務

�・� 省略

� 法第５６条第２項（法第６８条の２第１項の

規定により読み替えて適用される場合を含

む。）の規定に基づく解散した社団たる医療

法人の残余財産の処分の認可の申請の受付

及び当該申請に係る申請書の知事への送付

に関する事務並びに認可書の交付に関する

事務

� 法第５６条第３項（法第６８条の２第１項の

規定により読み替えて適用される場合を含

保健所を設

置する市
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�～� 省略

� 削除

�・� 省略

� 医療法施行令（以下この項において「政令」

という。）第５条の１２の規定に基づく登記事

項又は登記年月日の届出の受付及び当該届

出に係る届出書の知事への送付に関する事

務

� 政令第５条の１３の規定に基づく役員の変

更の届出の受付及び当該届出に係る届出書

の知事への送付に関する事務

む。）の規定に基づく解散した財団たる医療

法人の残余財産の帰属の認可の申請の受付

及び当該申請に係る申請書の知事への送付

に関する事務並びに認可書の交付に関する

事務

�～� 省略

� 法第６８条において準用する民法第５９条第

３号の規定に基づく監事の報告の受付及び

当該報告に係る報告書の知事への送付に関

する事務

�・� 省略

� 医療法施行令（以下この項において「政令」

という。）第５条の７の規定に基づく登記事

項又は登記年月日の届出の受付及び当該届

出に係る届出書の知事への送付に関する事

務

� 政令第５条の８の規定に基づく役員の変

更の届出の受付及び当該届出に係る届出書

の知事への送付に関する事務

１４の３ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。以

下この項において「法」という。）及び法の施

行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの（２以上の市町の区域にわたるものに関

するものを除く。）

� 法第５２条第１項（法第９６条において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく換地計画の

認可に関する事務

	 法第５２条の２第１項（法第５３条の４第２項

及び第９６条において準用する場合を含む。）

の規定に基づく換地計画の適否の決定及び

通知に関する事務


 法第５２条の２第３項（法第５３条の４第２項

及び第９６条において準用する場合を含む。）

の規定に基づく農業委員会の意見の聴取に

関する事務

� 法第５２条の２第４項（法第５３条の４第２項

及び第９６条において準用する場合を含む。）

において準用する法第８条第６項の規定に

基づく換地計画を適当とする旨の公告及び

換地計画書の縦覧に関する事務

� 法第５２条の３第１項（法第５３条の４第２項

及び第９６条において準用する場合を含む。）

の規定に基づく異議の申出の受理に関する

事務

 法第５２条の３第２項（法第５３条の４第２項

及び第９６条において準用する場合を含む。）

において準用する法第９条第２項の規定に

基づく専門的知識等を有する者の意見の聴

取及び異議の申出の決定に関する事務

� 法第５３条の４第１項（法第９６条において準

用する場合を含む。）の規定に基づく換地計

画の変更の認可に関する事務

今治市及び

松前町
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� 法第５４条第３項（法第９６条において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく換地処分を

した旨の届出の受理に関する事務

� 法第５４条第４項（法第９６条において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく換地処分が

あった旨の公告に関する事務

� 法第５４条第５項（法第９６条において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく公告をした

旨の通知に関する事務

１５ 土地改良法（ 以下こ

の項において「法」という。）及び法の施行の

ための規則に基づく事務のうち、次に掲げるも

の（２以上の市町の区域にわたるものに関する

ものを除く。）

�～� 省略

各市町 １５ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。以下こ

の項において「法」という。）及び法の施行の

ための規則に基づく事務のうち、次に掲げるも

の（２以上の市町の区域にわたるものに関する

ものを除く。）

�～� 省略

各市町

１６ 省略 １６ 省略

１７ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号。以下この項において

「法」という。）及び法の施行のための規則に

基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第３３条の４第１項の規定に基づく精神

科病院の指定の申請の受理及び当該申請に

係る申請書の知事への送付に関する事務

� 省略

� 前２号に定めるもののほか、法の施行のた

めの規則に基づく事務であって規則で定め

るもの

保健所を設

置する市

１７ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号。以下この項において

「法」という。）及び法の施行のための規則に

基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第３３条の４第１項の規定に基づく精神

病院 の指定の申請の受理及び当該申請に

係る申請書の知事への送付に関する事務

� 省略

� 前各号に定めるもののほか、法の施行のた

めの規則に基づく事務であって規則で定め

るもの

保健所を設

置する市

１７の２～２６ 省略 １７の２～２６ 省略

２６の２ 農地法（昭和２７年法律第２２９号。以下こ

の項において「法」という。）に基づく事務の

うち、次に掲げるもの

� 法第３条第１項の規定に基づく農地又は

採草放牧地の所有権の移転等の許可に関す

る事務

� 法第２０条第１項の規定に基づく農地又は

採草放牧地の賃貸借の解除等の許可に関す

る事務

� 法第２０条第３項の規定に基づく愛媛県農

業会議の意見の聴取に関する事務

宇和島市、

新居浜市、

西条市、四

国中央市、

松野町、鬼

北町及び愛

南町

２７～３５ 省略 ２７～３５ 省略

３６ 臨床検査技師等に関する法律

（昭和３３年法律第７６号。以下この項において

「法」という。）に基づく事務のうち、次に掲

げるもの

� 臨床検査技師等に関する法律施行令

（昭和３３年政令第２２６号。以下この

項において「政令」という。）第１条の規定

により知事を経由する法第３条の規定に基

づく臨床検査技師 の免許

の申請の受付及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務並びに免許証の

保健所を設

置する市

３６ 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律

（昭和３３年法律第７６号。以下この項において

「法」という。）に基づく事務のうち、次に掲

げるもの

� 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法

律施行令（昭和３３年政令第２２６号。以下この

項において「政令」という。）第３条の規定

により知事を経由する法第３条の規定に基

づく臨床検査技師又は衛生検査技師の免許

の申請の受付及び当該申請に係る申請書の

知事への送付に関する事務並びに免許証の

保健所を設

置する市
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交付に関する事務

� 政令第３条第２項の規定により知事を経

由する同条第１項の規定に基づく名簿の訂

正の申請の受付及び当該申請に係る申請書

の知事への送付に関する事務

� 政令第４条第１項の規定により知事を経

由する同条の規定に基づく名簿の登録の消

除の申請の受付及び当該申請に係る申請書

の知事への送付に関する事務

� 政令第５条第２項の規定により知事を経

由する同条第１項の規定に基づく免許証の

書換え交付の申請の受付及び当該申請に係

る申請書の知事への送付に関する事務並び

に免許証の交付に関する事務

� 政令第６条第２項の規定により知事を経

由する同条第１項の規定に基づく免許証の

再交付の申請の受付及び当該申請に係る申

請書の知事への送付に関する事務並びに免

許証の交付に関する事務

� 政令第６条第５項及び第７条の規定によ

り知事を経由するこれらの規定に基づく免

許証の返納の受付及び知事への送付に関す

る事務

交付に関する事務

� 政令第５条第２項の規定により知事を経

由する同条第１項の規定に基づく名簿の訂

正の申請の受付及び当該申請に係る申請書

の知事への送付に関する事務

� 政令第６条第１項の規定により知事を経

由する同条の規定に基づく名簿の登録の消

除の申請の受付及び当該申請に係る申請書

の知事への送付に関する事務

� 政令第７条第２項の規定により知事を経

由する同条第１項の規定に基づく免許証の

書換え交付の申請の受付及び当該申請に係

る申請書の知事への送付に関する事務並び

に免許証の交付に関する事務

� 政令第８条第２項の規定により知事を経

由する同条第１項の規定に基づく免許証の

再交付の申請の受付及び当該申請に係る申

請書の知事への送付に関する事務並びに免

許証の交付に関する事務

� 政令第８条第５項及び第９条の規定によ

り知事を経由するこれらの規定に基づく免

許証の返納の受付及び知事への送付に関す

る事務

３７～３９ 省略 ３７～３９ 省略

４０ 薬事法（昭和３５年法律第１４５号。以下この項

において「法」という。）及び法の施行のため

の規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

� 法第６９条第２項の規定に基づく薬局開設

者並びに医療機器の販売業者及び賃貸業者

に対する報告の徴収及び立入検査（法第８条

の２第１項及び第２項の規定並びに法第７２

条の３に基づく命令を遵守しているかどう

かを確かめるために行うものを除く。）に関

する事務

	～
 省略

� 法第７２条の４の規定に基づく薬局開設者、

薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製

造業者並びに医療機器の販売業者及び賃貸

業者に対する業務運営改善等の措置命令に

関する事務

�～ 省略

保健所を設

置する市

４０ 薬事法（昭和３５年法律第１４５号。以下この項

において「法」という。）及び法の施行のため

の規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

� 法第６９条第２項の規定に基づく薬局開設

者並びに医療機器の販売業者及び賃貸業者

に対する報告の徴収及び立入検査

に関

する事務

	～
 省略

� 法第７２条の３の規定に基づく薬局開設者、

薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製

造業者並びに医療機器の販売業者及び賃貸

業者に対する業務運営改善等の措置命令に

関する事務

�～ 省略

保健所を設

置する市

４０の２ 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１

号。以下この項において「法」という。）及び

法の施行のための規則に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

� 法第３条第１項の規定に基づく宅地造成

工事規制区域の指定に関する事務

�の２ 法第３条第３項（法第２０条第３項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基づく

公示、報告及び通知に関する事務

� 法第４条第１項（法第２０条第３項において

今治市及び

新居浜市

４０の２ 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１

号。以下この項において「法」という。）及び

法の施行のための規則に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

� 法第３条 の規定に基づく宅地造成

工事規制区域の指定に関する事務

� 法第４条

今治市及び

新居浜市
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準用する場合を含む。）の規定に基づく土地

の立入りに関する事務

� 法第５条第１項（法第２０条第３項において

準用する場合を含む。）の規定に基づく土地

の試掘等の許可に関する事務

�の２ 法第５条第３項（法第２０条第３項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基づく

障害物を伐除した旨の通知に関する事務

� 法第７条（法第２０条第３項において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく土地の立入

り等に伴う損失の補償に関する事務

� 法第２０条第１項の規定に基づく造成宅地

防災区域の指定に関する事務

� 法第２０条第２項の規定に基づく造成宅地

防災区域の指定の解除に関する事務

� 法第２１条第２項の規定に基づく造成宅地

の擁壁等の設置等の勧告に関する事務

� 法第２２条第１項及び第２項の規定に基づ

く改善命令に関する事務

� 法第２２条第３項において準用する法第１４

条第５項の規定に基づく監督処分に関する

事務

の規定に基づく土地

の立入りに関する事務

� 法第５条

の規定に基づく土地

の試掘等の許可に関する事務

� 法第７条

の規定に基づく土地の立入

り等に伴う損失の補償に関する事務

４１ 宅地造成等規制法（以下この項において「法」

という。）及び法の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

� 法第８条第１項本文の規定に基づく工事

の許可に関する事務

�の２ 法第１０条（法第１２条第３項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく許可又

は不許可の通知に関する事務

	 法第１１条（法第１２条第３項において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく国又は県が

行う工事の協議に関する事務

	の２ 法第１２条第１項の規定に基づく工事

の計画の変更の許可に関する事務

	の３ 法第１２条第２項の規定に基づく軽微

な変更の届出の受理に関する事務

� 法第１３条の規定に基づく工事の完了の検

査に関する事務

� 法第１４条（法第１７条第３項において法第１４

条第５項の規定を準用する場合を含む。）の

規定に基づく監督処分に関する事務

� 法第１５条の規定に基づく工事等の届出の

受理に関する事務

� 法第１６条第２項の規定に基づく宅地の擁

壁等の設置等の勧告に関する事務

� 法第１７条第１項及び第２項の規定に基づ

く改善命令に関する事務

� 法第１８条第１項の規定に基づく立入検査

に関する事務

各市（中核

市を除く。）

４１ 宅地造成等規制法（以下この項において「法」

という。）及び法の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

� 法第８条 の規定に基づく工事

の許可に関する事務（法第１０条の規定に基づ

く許可又は不許可の通知に関する事務を含

む。）

	 法第１１条

の規定に基づく国又は県が

行う工事の協議に関する事務

� 法第１２条の規定に基づく工事の完了の検

査に関する事務

� 法第１３条

の

規定に基づく監督処分に関する事務

� 法第１４条の規定に基づく工事等の届出の

受理に関する事務

� 法第１５条第２項の規定に基づく宅地の保

全等 の勧告に関する事務

� 法第１６条 の規定に基づ

く改善命令に関する事務

� 法第１７条 の規定に基づく立入検査

に関する事務

各市（中核

市を除く。）
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� 法第１９条の規定に基づく報告の徴収に関

する事務

� 宅地造成等規制法施行規則（昭和３７年建設

省令第３号）第３０条 の規定に基づく証明

に関する事務

� 省略

� 法第１８条の規定に基づく報告の徴収に関

する事務

� 宅地造成等規制法施行規則（昭和３７年建設

省令第３号）第８条の２の規定に基づく証明

に関する事務

� 省略

４２ 宅地造成等規制法（以下この項において「法」

という。）及び法の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

� 法第８条第１項本文の規定に基づく工事

の許可の申請の受付及び当該申請に係る申

請書の知事への送付に関する事務

� 法第１１条（法第１２条第３項において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく国又は県が

行う工事の協議の受付及び当該協議に係る

協議書の知事への送付に関する事務

�の２ 法第１２条第１項の規定に基づく工事

の計画の変更の許可の申請の受付及び当該

申請に係る申請書の知事への送付に関する

事務

�の３ 法第１２条第２項の規定に基づく軽微

な変更の届出の受付及び当該届出に係る届

出書の知事への送付に関する事務

� 法第１３条第１項の規定に基づく工事の完

了の検査の申請の受付及び当該申請に係る

申請書の知事への送付に関する事務

� 法第１５条の規定に基づく工事等の届出の

受付及び当該届出に係る届出書の知事への

送付に関する事務

� 法第１９条の規定に基づく報告の受付及び

当該報告に係る報告書の知事への送付に関

する事務

	 省略

各町 ４２ 宅地造成等規制法（以下この項において「法」

という。）及び法の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

� 法第８条第１項 の規定に基づく工事

の許可の申請の受付及び当該申請に係る申

請書の知事への送付に関する事務

� 法第１１条

の規定に基づく国又は県が

行う工事の協議の受付及び当該協議に係る

協議書の知事への送付に関する事務

� 法第１２条第１項の規定に基づく工事の完

了の検査の申請の受付及び当該申請に係る

申請書の知事への送付に関する事務

� 法第１４条の規定に基づく工事等の届出の

受付及び当該届出に係る届出書の知事への

送付に関する事務

� 法第１８条の規定に基づく報告の受付及び

当該報告に係る報告書の知事への送付に関

する事務

	 省略

各町

４３～５３ 省略 ４３～５３ 省略

５４ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下この項において「法」と

いう。）及び法の施行のための規則に基づく事

務のうち、次に掲げるもの

� 省略

� 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令（昭和４６年政令第３００号。以下この項にお

いて「政令」という。）第１９条の登録証明書

の交付に関する事務

� 政令第２０条及び第２１条の規定に基づく届

出の受付及び当該届出に係る届出書の知事

への送付に関する事務

� 省略

保健所を設

置する市

５４ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下この項において「法」と

いう。）及び法の施行のための規則に基づく事

務のうち、次に掲げるもの

� 省略

� 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令（昭和４６年政令第３００号。以下この項にお

いて「政令」という。）第１７条の登録証明書

の交付に関する事務

� 政令第１８条及び第１９条の規定に基づく届

出の受付及び当該届出に係る届出書の知事

への送付に関する事務

� 省略

保健所を設

置する市

５５～５６の３ 省略 ５５～５６の３ 省略

５６の４ 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下こ

の項において「法」という。）に基づく事務の

うち、次に掲げるもの

� 法第５条第１項の規定に基づく浄化槽の

八幡浜市、

上島町及び

愛南町
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設置又は変更の届出の受理並びに同項の規

定により知事を経由する同項の届出の受理

及び当該届出に係る届出書の特定行政庁へ

の送付に関する事務

� 法第５条第２項の規定に基づく浄化槽の

設置又は変更の計画の改善の勧告に関する

事務

� 法第５条第４項ただし書の規定に基づく

届出の内容が相当であると認める旨の通知

に関する事務

� 法第７条第２項（法第１１条第２項において

準用する場合を含む。）の規定に基づく水質

検査の実施の報告の受理に関する事務

� 法第７条の２第１項の規定に基づく水質

検査の受検の指導及び助言に関する事務

� 法第７条の２第２項の規定に基づく水質

検査の受検の勧告に関する事務

� 法第７条の２第３項の規定に基づく措置

命令に関する事務

� 法第１０条の２第１項の規定に基づく浄化

槽の使用開始の報告の受理に関する事務

� 法第１０条の２第２項の規定に基づく技術

管理者の変更の報告の受理に関する事務

	 法第１０条の２第３項の規定に基づく浄化

槽管理者の変更の報告の受理に関する事務


 法第１１条の２の規定に基づく浄化槽の使

用の廃止の届出の受理に関する事務

� 法第１２条第１項の規定に基づく浄化槽の

保守点検又は清掃の助言、指導又は勧告に関

する事務

� 法第１２条第２項の規定に基づく改善措置

等に関する事務

 法第１２条の２第１項の規定に基づく水質

検査の受検の指導及び助言に関する事務

� 法第１２条の２第２項の規定に基づく水質

検査の受検の勧告に関する事務

� 法第１２条の２第３項の規定に基づく措置

命令に関する事務

� 法第５３条第１項の規定に基づく報告の徴

収（同項第１号、第４号及び第５号に掲げる

者に係るものに限る。）に関する事務

� 法第５３条第２項の規定に基づく立入検査

又は質問（同条第１項第１号、第４号及び第

５号に掲げる者に係るものに限る。）に関す

る事務

５７～５９の４ 省略 ５７～５９の４ 省略

６０ 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）に

基づく事務のうち、同令第５９条の２第１号の規

定に基づく両下肢等の障害の程度の証明に関

する事務

各市町（中

核市を除

く。）

６０ 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）に

基づく事務のうち、同令第５９条の２第１号の規

定に基づく両下肢等の障害の程度の証明に関

する事務

各市 （中

核市を除

く。）

６１・６２ 省略 ６１・６２ 省略
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、別表１７の項、３６の項及び５４の項の改正規定並びに附則第３項の規定は、公布の

日から施行する。

（経過措置）

２ 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８４号）附則第８条の規定によりなおそ

の効力を有することとされる同条に規定する旧特別医療法人に係る同法第２条の規定による改正前の医療法（昭和２３年法律第２０５号）第

６４条の２の規定に基づく収益業務の停止の命令に関する事務の処理については、同条の規定がなおその効力を有する間は、改正前の愛媛

県事務処理の特例に関する条例別表１４の項第３５号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第６４条の２」とある

のは、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８４号）附則第８条の規定により

なおその効力を有することとされる同法第２条の規定による改正前の医療法第６４条の２」とする。

３ 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成１８年政令第７０号）附則第２条第１項の規定によりなお

その効力を有することとされる臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律（平成１７年法律第３９号）附則第３条第

１項に規定する者に係る同政令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令（昭和３３年政令第２２６号）第３条、第

５条第２項、第６条第１項、第７条第２項、第８条第２項及び第５項並びに第９条の規定に基づく事務の処理については、改正前の愛媛

県事務処理の特例に関する条例別表３６の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「臨床検査技師、衛生検査技師

等に関する法律（昭和３３年法律第７６号。以下この項において「法」という。）」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法

律の一部を改正する法律（平成１７年法律第３９号）附則第３条第３項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）」と、同項第１号中「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律

施行令」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成１８年政令第７０号）附則第２条第１

項の規定によりなおその効力を有することとされる同政令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令」と、「こ

の項において「政令」という」とあるのは「この項において「旧政令」という」と、「知事を経由する法第３条の規定に基づく」とある

のは「知事を経由する」と、同項第２号から第６号までの規定中「政令」とあるのは「旧政令」とする。

�愛媛県条例第１２号
愛媛県国民保護対策本部及び愛媛県緊急対処事態対策本部条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県国民保護対策本部及び愛媛県緊急対処事態対策本部条例の一部を改正する条例

愛媛県国民保護対策本部及び愛媛県緊急対処事態対策本部条例（平成１７年愛媛県条例第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（国民保護対策本部の会議）

第３条 省略

２ 省略

３ 本部長は、法第２８条第７項の規定に基づき、防衛大臣 がその

指定する職員を本部長の求めに応じて会議に出席させたときは、

その者に対し、意見を求めることができる。

（国民保護対策本部の会議）

第３条 省略

２ 省略

３ 本部長は、法第２８条第７項の規定に基づき、防衛庁長官がその

指定する職員を本部長の求めに応じて会議に出席させたときは、

その者に対し、意見を求めることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第１３号
愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例（平成７年愛媛県条例第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（資産等報告書等の提出又は作成）

第２条 議員又は知事は、その任期開始の日（再選挙若しくは補欠

選挙により議員となった者又は再選挙により知事となった者にあ

ってはその選挙の期日とし、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第２５９条の２の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申

立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又

は繰上補充により当選人と定められた議員又は知事にあってはそ

の当選の効力発生の日とする。以下同じ。）において有する次の

各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号

に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して１００日

を経過する日までに、議員にあっては愛媛県議会議長（以下「議

長」という。）に提出し、知事にあっては作成しなければならな

い。

�～� 省略

� 金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第１項及び第

２項に規定する有価証券（株券にあっては、規則で定めるもの

に限る。） 種類及び種類ごとの額面金額の総額（株券にあっ

ては、株式の銘柄及び株数）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

（資産等報告書等の提出又は作成）

第２条 議員又は知事は、その任期開始の日（再選挙若しくは補欠

選挙により議員となった者又は再選挙により知事となった者にあ

ってはその選挙の期日とし、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第２５９条の２の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申

立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又

は繰上補充により当選人と定められた議員又は知事にあってはそ

の当選の効力発生の日とする。以下同じ。）において有する次の

各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号

に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して１００日

を経過する日までに、議員にあっては愛媛県議会議長（以下「議

長」という。）に提出し、知事にあっては作成しなければならな

い。

�～� 省略

� 金銭信託 金銭信託の元本の額

� 証券取引法 （昭和２３年法律第２５号）第２条第１項及び第

２項に規定する有価証券（株券にあっては、規則で定めるもの

に限る。） 種類及び種類ごとの額面金額の総額（株券にあっ

ては、株式の銘柄及び株数）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

附 則

この条例は、証券取引法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第６５号）の施行の日から施行する。

�愛媛県条例第１４号
愛媛県情報公開条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県情報公開条例の一部を改正する条例

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章 総則（第１条―第４条）

第２章 公文書の公開（第５条―第１８条）

第３章 不服申立て等

第１節 諮問等（第１９条―第２２条）

第２節 愛媛県情報公開・個人情報保護審査会（第２３条―第３１

条）

第４章 補則（第３２条―第３９条）

附則

（公開請求の手続）

第６条 前条の規定による公開の請求（以下「公開請求」という。）

は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「公開請求書」という。）

を実施機関に提出してしなければならない。

目次

第１章 総則（第１条―第４条）

第２章 公文書の公開（第５条―第１７条）

第３章 不服申立て等

第１節 諮問等（第１８条―第２１条）

第２節 愛媛県情報公開・個人情報保護審査会（第２２条―第３０

条）

第４章 補則（第３１条―第３８条）

附則

（公開請求の手続）

第６条 前条の規定による公開の請求（以下「公開請求」という。）

は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「公開請求書」という。）

を実施機関に提出してしなければならない。
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�～� 省略

� その他実施機関（議会にあっては、議長。次項、第１１条から

第１３条まで、第１５条、第１６条及び第３８条において同じ。）が定

める事項

２ 省略

第１７条 省略

（公文書の任意公開）

第１８条 実施機関は、第５条各号に掲げるもの以外のものから公文

書の公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努め

るものとする。

２ 前条の規定は、前項の規定による公文書の公開について準用す

る。

（不服申立てがあった場合の審査会への諮問）

第１９条 実施機関（議会を除く。次条及び第２１条において同じ。）

は、公開決定等について行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）

による不服申立てがあったときは、次の各号のいずれかに該当す

る場合を除き、愛媛県情報公開・個人情報保護審査会に諮問しな

ければならない。

� 省略

� 裁決又は決定で、不服申立てに係る公開決定等（公開請求に

係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び

第２２条において同じ。）を取り消し又は変更し、当該不服申立

てに係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当

該公開決定等について第三者の反対の意思が表示されていると

きを除く。

第２０条 省略

（不服申立てに対する裁決又は決定）

第２１条 実施機関は、第１９条の規定による諮問に対する答申があっ

たときは、これを尊重して、速やかに、当該不服申立てに対する

裁決又は決定を行わなければならない。

第２２条 省略

（設置等）

第２３条 第１９条の規定による諮問に応じて不服申立てについて調査

審議させ、及び愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第

４１号。以下「個人情報保護条例」という。）第４０条の規定による

諮問に応じて不服申立てについて行う調査審議その他個人情報保

護条例の規定によりその権限に属することとされた事項を行わせ

るため、愛媛県情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」

という。）を置く。

２～５ 省略

第２４条 省略

第２５条 省略

第２６条 省略

（委員による調査手続）

第２７条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員

に、第２４条第１項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同

条第４項の規定による調査をさせ、又は第２５条第１項本文の規定

による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。

（意見書等の送付）

第２８条 審査会は、第２４条第４項又は第２６条の規定により不服申立

人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益を

害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを

�～� 省略

� その他実施機関（議会にあっては、議長。次項、第１１条から

第１３条まで、第１５条、第１６条及び第３７条において同じ。）が定

める事項

２ 省略

第１７条 省略

（不服申立てがあった場合の審査会への諮問）

第１８条 実施機関（議会を除く。次条及び第２０条において同じ。）

は、公開決定等について行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）

による不服申立てがあったときは、次の各号のいずれかに該当す

る場合を除き、愛媛県情報公開・個人情報保護審査会に諮問しな

ければならない。

� 省略

� 裁決又は決定で、不服申立てに係る公開決定等（公開請求に

係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び

第２１条において同じ。）を取り消し又は変更し、当該不服申立

てに係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当

該公開決定等について第三者の反対の意思が表示されていると

きを除く。

第１９条 省略

（不服申立てに対する裁決又は決定）

第２０条 実施機関は、第１８条の規定による諮問に対する答申があっ

たときは、これを尊重して、速やかに、当該不服申立てに対する

裁決又は決定を行わなければならない。

第２１条 省略

（設置等）

第２２条 第１８条の規定による諮問に応じて不服申立てについて調査

審議させ、及び愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第

４１号。以下「個人情報保護条例」という。）第４０条の規定による

諮問に応じて不服申立てについて行う調査審議その他個人情報保

護条例の規定によりその権限に属することとされた事項を行わせ

るため、愛媛県情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」

という。）を置く。

２～５ 省略

第２３条 省略

第２４条 省略

第２５条 省略

（委員による調査手続）

第２６条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員

に、第２３条第１項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同

条第４項の規定による調査をさせ、又は第２４条第１項本文の規定

による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。

（意見書等の送付）

第２７条 審査会は、第２３条第４項又は第２５条の規定により不服申立

人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益を

害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを
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除き、不服申立人等（当該意見書又は資料を提出したものを除く。）

に対し、当該意見書又は資料の写しを送付しなければならない。

第２９条 省略

第３０条 省略

第３１条 省略

第３２条 省略

第３３条 省略

第３４条 省略

第３５条 省略

第３６条 省略

第３７条 省略

第３８条 省略

（罰則）

第３９条 第２３条第５項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年

以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。

除き、不服申立人等（当該意見書又は資料を提出したものを除く。）

に対し、当該意見書又は資料の写しを送付しなければならない。

第２８条 省略

第２９条 省略

第３０条 省略

第３１条 省略

第３２条 省略

第３３条 省略

第３４条 省略

第３５条 省略

第３６条 省略

第３７条 省略

（罰則）

第３８条 第２２条第５項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年

以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１５号
愛媛県資源循環促進基金条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県資源循環促進基金条例

（設置）

第１条 循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の排出の抑制及び減量化並びに資源の循環的な利用その他産業廃棄物の適正な処理の確保を

促進するための施策に要する経費の財源に充てるため、資源循環促進基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、愛媛県資源循環促進税条例（平成１８年愛媛県条例第５２号）の規定により県に納入され、又は納付され

た資源循環促進税額に相当する額から資源循環促進税の賦課徴収に要する費用に相当する額を控除して得た額として一般会計歳入歳出予

算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１６号
愛媛県感染症診査協議会条例等の一部を改正する等の条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県感染症診査協議会条例等の一部を改正する等の条例

（愛媛県感染症診査協議会条例の一部改正）

第１条 愛媛県感染症診査協議会条例（平成１１年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（設置）

第１条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号。以下「法」という。）第２４条第２項の規

定に基づき、県が設置する全部の保健所を通じて愛媛県感染症診

査協議会（以下「協議会」という。）を置く。

（組織）

第２条 協議会は、委員３５人以内で組織する。

２ 協議会に、特別の事項を審議等させるため必要があるときは、

臨時委員を置くことができる。

（委員）

第３条 委員は、次に掲げる者について、それぞれ１人

以上とする。ただし、その過半数は、医師のうちから任命しなけ

ればならない。

�・� 省略

� 法律に関し学識経験を有する者

� 医療及び法律以外の学識経験を有する者

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠又は増員により選任

された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

３ 省略

４ 臨時委員は、第１項各号に掲げる者のうちから、知事が任命す

る。

５ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審議

等が終了したときは、解任されるものとする。

６ 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

７ 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。

（会長）

第４条 省略

２ 会長は、知事が指名する 。

３ 省略

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があら

かじめ指名する委員が、その職務を代理する。

（分科会）

第５条 協議会に、次の表の左欄に掲げる分科会を置き、これらの

分科会の所掌事務は、協議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の

右欄に掲げるとおりとする。

（趣旨）

第１条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成１０年法律第１１４号。以下「法」という。）第２４

条第５項の規定に基づき、感染症診査協議会（以下「協議会」と

いう。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（名称）

第２条 協議会の名称は、その置かれた保健所の名称を冠する。

（組織）

第３条 協議会は、委員１０人以内で組織する。

（委員）

第４条 任命される委員は、次に掲げる者について、それぞれ１人

以上とする。

�・� 省略

� 医療 以外の学識経験を有する者

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員

の任期は、前任者 の残任期間とする。

３ 省略

（会長）

第５条 省略

２ 会長は、委員の互選により定める。

３ 省略

４ 会長に事故があるとき は、会長があら

かじめ指名する委員が、その職務を代理する。

名 称 所 掌 事 務

感染症分科会 感染症（結核を除く。）に関する事項

結核分科会 結核に関する事項

２ 前項の表の左欄に掲げる分科会に属すべき委員及び臨時委員

は、第３条第１項各号に掲げる者のうちからそれぞれ１人以上と

し、知事が指名する。

３ 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員のうちから

知事が指名する。

４ 分科会長は、分科会の事務を掌理する。

５ 分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、当

該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらか

愛 媛 県 報平成１９年３月２０日 第１８４５号外１

３０



じめ指名する者が、その職務を代理する。

６ 協議会は、その定めるところにより、分科会の決議をもって協

議会の決議とすることができる。

（部会）

第６条 協議会及び分科会に、規則で定めるところにより、部会を

置くことができる。

２ 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長（分科会に置かれる

部会にあっては、分科会長）が指名する。

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任

する。

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部

会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名

する者が、その職務を代理する。

６ 協議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この

項において同じ。）は、その定めるところにより、部会の決議を

もって協議会の決議とすることができる。

（会議）

第７条 省略

２ 協議会の会議は、第３条第１項各号に掲げる者である委員がそ

れぞれ１人以上出席しなければ、議事を開き、議決することがで

きない。

３ 協議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

４・５ 省略

６ 前各項の規定は、分科会及び部会について準用する。この場合

において、第１項中「会長」とあるのは「分科会長又は部会長」

と、第２項中「それぞれ１人以上」とあるのは「半数以上」と読

み替えるものとする。

（庶務）

第８条 協議会の庶務は、保健福祉部 において総括し、及

び処理する。ただし、感染症分科会に係るものについては規則で

定める保健所において、結核分科会に係るものについては愛媛県

松山保健所において処理する。

（雑則）

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関

し必要な事項は、規則で 定める。

（会議）

第６条 省略

２ 協議会の会議は、第４条第１項各号に掲げる者である委員がそ

れぞれ１人以上出席しなければ、議事を開き、議決することがで

きない。

３ 協議会の議事は、出席した委員 の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

４・５ 省略

（庶務）

第７条 協議会の庶務は、その置かれた保健所において

処理する。

（雑則）

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の 運営に関

し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第２条 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（精神障害者等訪問指導業務従事職員の特殊勤務手当）

第５７条 精神障害者等訪問指導業務従事職員の特殊勤務手当は、保

健所又は精神保健福祉センターに勤務する保健師が精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律第４７条第１項の規定に基づく相談指

導業務（精神障害者及びその家族等を訪問して行うものに限る。）

又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第５３条の１４の規定に基づく訪問指導業務

に従事したときに支給する。

（精神障害者等訪問指導業務従事職員の特殊勤務手当）

第５７条 精神障害者等訪問指導業務従事職員の特殊勤務手当は、保

健所又は精神保健福祉センターに勤務する保健師が精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律第４７条第１項の規定に基づく相談指

導業務（精神障害者及びその家族等を訪問して行うものに限る。）

又は結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第２５条

の規定に基づく訪問指導業務

に従事したときに支給する。

（愛媛県執行機関の附属機関設置条例の一部改正）

愛 媛 県 報平成１９年３月２０日 第１８４５号外１
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第３条 愛媛県執行機関の附属機関設置条例（昭和２７年愛媛県条例第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

附属機

関の属

する執

行機関

附属機関 担 任 す る 事 務

構成

員の

数の

定限

附属機

関の属

する執

行機関

附属機関 担 任 す る 事 務

構成

員の

数の

定限

省略 省略

教育委

員会

省略 教育委

員会

省略

愛媛県教

職員健康

審査委員

会

教職員の休職、休職の期間の延

長、復職及び採用に際しての健康

状態の審査及び

意見

の答申に関する事務

５人 愛媛県教

職員結核

審査委員

会

教職員の結核予防に関する審査

を行うとともに、休職、休職延長、

復職及び新採用についての結核

及び身体検査の審査並びに意見

の答申に関する事務

５人

（愛媛県結核診査協議会条例の廃止）

第４条 愛媛県結核診査協議会条例（昭和２６年愛媛県条例第３３号）は、廃止する。

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１７号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名 称 目 的 位 置 名 称 目 的 位 置

省略 省略

愛媛県立子

ども療育セ

ンター

心身に障害のある児童等に対し、保護、

治療、日常生活の指導、独立自活に必

要な訓練等を行うとともに、保護者に

対する療育指導及び情報提供、各種の

相談等を行う。

東温市
愛媛整肢療

護園

上し、下し又は体幹の機能の不自由な

児童を治療するとともに、独立自活に

必要な知識技能を与える。

松山市

愛媛県心身

障害者歯科

診療車

心身障害者に対し歯科の診療及び保健

指導を行う。
―

省略 省略

愛媛県心と

体の健康セ

ンター

精神保健及び精神障害者の福祉に関す

る知識の普及、調査研究並びに相談及

び指導並びに精神通院医療に係る自立

支援医療費の支給認定の申請及び精神

障害者保健福祉手帳の交付の申請に対

する判定等を行うとともに、不妊及び

難病に関する相談等を行う。

松山市

愛媛県精神

保健福祉セ

ンター

精神保健及び精神障害者の福祉に関す

る知識の普及、調査研究並びに相談及

び指導並びに精神通院医療に係る自立

支援医療費の支給認定の申請及び精神

障害者保健福祉手帳の交付の申請に対

する判定等を行う

。

松山市
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愛媛県健康

増進センタ

ー

健康の増進に関する知識の普及、情報

の収集及び提供、調査研究並びに相談

を行うとともに、健康の増進に係る人

材の養成等を行う。

松山市

省略 省略

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

（愛媛整肢療護園使用料条例等の廃止）

２ 次に掲げる条例は、廃止する。

� 愛媛整肢療護園使用料条例（昭和２７年愛媛県条例第６５号）

� 愛媛県健康増進センター使用料条例（昭和５０年愛媛県条例第２１号）

（愛媛整肢療護園使用料条例の廃止に伴う経過措置）

３ この条例の施行の日前の愛媛整肢療護園の使用に係る使用料の徴収及び減免については、なお従前の例による。

（愛媛県健康増進センター使用料条例の廃止に伴う経過措置）

４ この条例の施行の日前の愛媛県健康増進センターの使用に係る使用料の徴収及び減免については、なお従前の例による。

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

５ 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特殊勤務手当の種類）

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 児童相談所、肢体不自由児施設、知的障害者更生相談所及び

心と体の健康センターに勤務する職員の特殊勤務手当

�～� 省略

（児童相談所、肢体不自由児施設、知的障害者更生相談所及び心

と体の健康センターに勤務する職員の特殊勤務手当）

第１５条 児童相談所、肢体不自由児施設、知的障害者更生相談所及

び心と体の健康センターに勤務する職員の特殊勤務手当は、次に

掲げる作業に従事したときに支給する。

� 省略

� 児童相談所に勤務する職員が従事する児童の心理判定作業及

び心と体の健康センターに勤務する職員（専ら心理判定作業に

従事する職員に限る。）が従事する精神障害者等の心理判定作

業

�・� 省略

	 心と体の健康センターに勤務する職員が従事する精神障害者

等の看護及び生活指導の作業

（精神障害者等訪問指導業務従事職員の特殊勤務手当）

第５７条 精神障害者等訪問指導業務従事職員の特殊勤務手当は、保

健所又は心と体の健康センターに勤務する保健師が精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律第４７条第１項の規定に基づく相談指

導業務（精神障害者及びその家族等を訪問して行うものに限る。）

又は結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第２５条の規定に基づく訪

問指導業務に従事したときに支給する。

（特殊勤務手当の種類）

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 児童相談所、肢体不自由児施設、知的障害者更生相談所及び

精神保健福祉センターに勤務する職員の特殊勤務手当

�～� 省略

（児童相談所、肢体不自由児施設、知的障害者更生相談所及び精

神保健福祉センターに勤務する職員の特殊勤務手当）

第１５条 児童相談所、肢体不自由児施設、知的障害者更生相談所及

び精神保健福祉センターに勤務する職員の特殊勤務手当は、次に

掲げる作業に従事したときに支給する。

� 省略

� 児童相談所に勤務する職員が従事する児童の心理判定作業及

び精神保健福祉センターに勤務する職員（専ら心理判定作業に

従事する職員に限る。）が従事する精神障害者等の心理判定作

業

�・� 省略

	 精神保健福祉センターに勤務する職員が従事する精神障害者

等の看護及び生活指導の作業

（精神障害者等訪問指導業務従事職員の特殊勤務手当）

第５７条 精神障害者等訪問指導業務従事職員の特殊勤務手当は、保

健所又は精神保健福祉センターに勤務する保健師が精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律第４７条第１項の規定に基づく相談指

導業務（精神障害者及びその家族等を訪問して行うものに限る。）

又は結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第２５条の規定に基づく訪

問指導業務に従事したときに支給する。

（愛媛県精神保健福祉センターにおける使用料及び手数料徴収条例の一部改正）

６ 愛媛県精神保健福祉センターにおける使用料及び手数料徴収条例（昭和４７年愛媛県条例第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

愛媛県心と体の健康センターにおける使用料及び手数料徴収

条例

（診療等の使用料及び手数料の徴収）

第１条 愛媛県心と体の健康センターにおいて、診療を受け、又は診

断書その他の医業文書の交付を受ける者に対し、この条例の定める

ところにより使用料及び手数料を徴収する。

愛媛県精神保健福祉センターにおける使用料及び手数料徴収

条例

（診療等の使用料及び手数料の徴収）

第１条 愛媛県精神保健福祉センターにおいて、診療を受け、又は診

断書その他の医業文書の交付を受ける者に対し、この条例の定める

ところにより使用料及び手数料を徴収する。

�愛媛県条例第１８号
精神科病院の任意入院者の症状等の報告に関する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

精神科病院の任意入院者の症状等の報告に関する条例

（報告）

第１条 精神科病院の管理者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号。以下「法」という。）第３８条の７第１

項、第２項又は第４項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して５年を経過しないもの又は同条第１項の

規定による命令を受けた後、相当の期間を経過してもなお当該精神科病院に入院中の者の処遇が改善されないと知事が認める者に限る。）

は、規則で定めるところにより、当該精神科病院に入院中の任意入院者（自ら入院した精神障害者であって、入院後１年以上を経過して

いるもの又は入院後６月を経過するまでの間に法第３６条第３項の規定による行動の制限を受けたもの若しくは夜間以外の時間帯に当該精

神科病院から自由に外出することを制限されたものに限る。以下同じ。）について、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

� 症状

� 入院年月日及び前回の報告の年月日

� 精神科病院の名称及び所在地

� 任意入院者の住所、氏名、性別及び生年月日

� 生活歴及び現病歴

� 今後の治療方針

� 診察年月日及び診察した精神保健指定医の氏名

� 病名及び過去１２月間の病状又は状態像の経過の概要

	 過去１２月間の外泊の状況


 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

２ 前項の規定による報告は、次の各号に掲げる任意入院者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに行わなければならない。

� 入院後１年以上を経過している任意入院者 その入院の日の属する月の翌月を初月とする同月以降の１２月ごとの各月の末日

� 入院後６月を経過するまでの間に法第３６条第３項の規定による行動の制限を受けた任意入院者又は夜間以外の時間帯に当該入院中の

精神科病院から自由に外出することを制限された任意入院者（前号に掲げる任意入院者を除く。） その入院の日から起算して６月を

経過した日の属する月の末日

（規則への委任）

第２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第１９号
理容師法施行条例及び美容師法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

理容師法施行条例及び美容師法施行条例の一部を改正する条例

（理容師法施行条例の一部改正）

第１条 理容師法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（理容所の衛生上必要な措置）

第３条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、自動車に設備を設けて理容の業を行

う理容所について衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

� 作業室は、作業及び衛生の保持に支障のない面積を有するこ

と。

� 作業室は、運転者席その他と仕切りをすること。

� 使用水量に応じた給水タンク及びこれと同容量以上の汚水タ

ンクを設けること。

� 洗い場の汚水は、汚水タンクに完全に流れる構造とすること。

� 作業室の床面は、支柱その他の設備により、作業中は水平に

固定しておくこと。

� 前項第３号及び第７号から第９号までに掲げる措置

（理容所以外の場所で業務を行うことができる場合）

第３条の２ 政令第４条第３号の条例で定める場合は、次のとおり

とする。

�・� 省略

� 育児又は介護により、理容所に来ることが著しく困難である

者に対して理容を行う場合

（理容所の衛生上必要な措置）

第３条 省略

（理容所以外の場所で業務を行うことができる場合）

第３条の２ 政令第４条第３号の条例で定める場合は、次のとおり

とする。

�・� 省略

（美容師法施行条例の一部改正）

第２条 美容師法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（美容所の衛生上必要な措置）

第３条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、自動車に設備を設けて美容の業を行

う美容所について衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

� 作業室は、作業及び衛生の保持に支障のない面積を有するこ

と。

� 作業室は、運転者席その他と仕切りをすること。

� 使用水量に応じた給水タンク及びこれと同容量以上の汚水タ

ンクを設けること。

� 洗い場の汚水は、汚水タンクに完全に流れる構造とすること。

� 作業室の床面は、支柱その他の設備により、作業中は水平に

固定しておくこと。

� 前項第３号及び第７号から第１０号までに掲げる措置

（美容所以外の場所で業務を行うことができる場合）

第３条の２ 政令第４条第３号の条例で定める場合は、次のとおり

とする。

�・� 省略

� 育児又は介護により、美容所に来ることが著しく困難である

者に対して美容を行う場合

（美容所の衛生上必要な措置）

第３条 省略

（美容所以外の場所で業務を行うことができる場合）

第３条の２ 政令第４条第３号の条例で定める場合は、次のとおり

とする。

�・� 省略

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２０号
愛媛県障害者自立支援対策臨時特例基金条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日
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愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県障害者自立支援対策臨時特例基金条例

（設置）

第１条 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に基づく制度の円滑な運用を図るために臨時又は緊急に必要な事業に要する経費の財

源に充てるため、障害者自立支援対策臨時特例基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入する。

（処分）

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例は、平成２１年３月３１日限り、その効力を失う。

�愛媛県条例第２１号
愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例

（使用料及び手数料の徴収）

第１条 愛媛県立子ども療育センター（以下「センター」という。）を使用する者又はその保護者（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２７条第１項第３号によるものを除く。）から、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。

２ センターにおいて、診断書その他の文書等の交付を受ける者から、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。

（使用料及び手数料の額）

第２条 前条第１項に規定する使用料（以下「使用料」という。）の額は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。

� 児童福祉法第２４条の２第１項に規定する指定施設支援（以下「指定施設支援」という。） 同条第２項の規定により算定した費用の

額と同条第１項に規定する特定費用の額との合計額

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第８項に規定する短期入所（以下「短期入所」という。） 同法第２９条第３項の

規定により算定した費用の額と同条第１項に規定する特定費用の額との合計額

� 診療 健康保険法（大正１１年法律第７０号）又は老人保健法（昭和５７年法律第８０号）の規定による療養又は医療に要する費用の額及び

入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定方法により算定した額を基準として規則で定める額

� 重症心身障害児等の通所 食事の提供に要する費用として規則で定める額

２ 前項に定めるもののほか、センターの施設、附属設備及び備品を使用する場合の使用料の額は、実費を勘案して規則で定める額とする。

３ 前条第２項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、１件につき４，７２０円の範囲内で規則で定める額とする。

（使用料及び手数料の納付時期）

第３条 前条第１項の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに納付しなければならない。

� 前条第１項第１号及び第２号の使用料 指定施設支援又は短期入所を受けた日の属する月の翌月の末日

� 前条第１項第３号の使用料 診療を受けた日又は入院その他知事が必要と認めるときは、知事が指定する日

� 前条第１項第４号の使用料 食事の提供を受けた日の属する月の翌月の末日

２ 前条第２項の使用料は、センターの施設、附属設備及び備品の使用の際に納付しなければならない。ただし、知事が必要と認めるとき

は、後納させることができる。

３ 手数料は、診断書その他の文書等の交付の申請の際に納付しなければならない。ただし、知事が必要と認めるときは、後納させること

ができる。

（使用料及び手数料の減免）
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第４条 知事は、特に必要と認める者に対しては、その使用料及び手数料を減免することができる。

（使用料及び手数料の不還付）

第５条 既に納付した使用料及び手数料は、還付しない。

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、使用料及び手数料の徴収に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２２号
石手川ダム建設に係るかんがい用水負担金徴収条例及び愛媛県立医療技術短期大学条例を廃止する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

石手川ダム建設に係るかんがい用水負担金徴収条例及び愛媛県立医療技術短期大学条例を廃止する条例

次に掲げる条例は、廃止する。

� 石手川ダム建設に係るかんがい用水負担金徴収条例（昭和４４年愛媛県条例第２９号）

� 愛媛県立医療技術短期大学条例（昭和６２年愛媛県条例第３６号）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、本則第１号の規定は、公布の日から施行する。

（愛媛県立医療技術短期大学条例の廃止に伴う経過措置）

２ この条例の施行の日前に愛媛県立医療技術短期大学に在学した者に係る授業料の徴収については、なお従前の例による。

（職員の分限に関する条例の一部改正）

３ 職員の分限に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休職の事由）

第２条 任命権者は、愛媛県立医療技術大学

の学長、学部長、教授、助教授及び講師（常時勤務する

者に限る。）並びに助手が学校、研究所、病院その他人事委員会

の指定する公共的施設において、その職務に関連があると認めら

れる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合（外

国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条

例（昭和６３年愛媛県条例第４号）第２条第１項の規定による派遣

の場合を除く。）には、これらを休職にすることができる。

（休職の事由）

第２条 任命権者は、愛媛県立医療技術大学及び愛媛県立医療技術

短期大学の学長、学部長、教授、助教授及び講師（常時勤務する

者に限る。）並びに助手が学校、研究所、病院その他人事委員会

の指定する公共的施設において、その職務に関連があると認めら

れる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合（外

国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条

例（昭和６３年愛媛県条例第４号）第２条第１項の規定による派遣

の場合を除く。）には、これらを休職にすることができる。

（職員の給与に関する条例の一部改正）

４ 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第５（第３条関係）

大学教育職員給料表

別表第５（第３条関係）

大学教育職員給料表

省略 省略

備考 この表は、愛媛県立医療技術大学に勤務する学長、学部

長、教授、助教授、講師又は助手

に適用する。

備考 この表は、大学 に勤務する学長、学部

長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事委員会

規則で定めるものに適用する。

（愛媛県職員定数条例の一部改正）

５ 愛媛県職員定数条例（昭和３０年愛媛県条例第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（職員の定数）

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

� 知事の事務部局の職員

ア 知事の事務部局の職員（愛媛県立医療技術大学

の職員を除く。） ４，５６１人

イ 愛媛県立医療技術大学 の職

員 ７４人

�～� 省略

計 ７，２６７人

（職員の定数）

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

� 知事の事務部局の職員

ア 知事の事務部局の職員（愛媛県立医療技術大学及び愛媛県

立医療技術短期大学の職員を除く。） ４，５６１人

イ 愛媛県立医療技術大学及び愛媛県立医療技術短期大学の職

員 ７４人

�～� 省略

計 ７，２６７人

�愛媛県条例第２３号
愛媛県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県道路占用料徴収条例（昭和４３年愛媛県条例第２２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（占用料の額）

第２条 省略

２ 省略

３ 知事は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要

があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、これらの項

に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用

料を徴収しないことができる。

� 法第３５条に規定する事業（道路法施行令（昭和２７年政令第４７９

号。以下「令」という。）第１８条に規定するものを除く。）及び

地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第６条に規定する公営企業

に係るもの

�～� 省略

（占用料の徴収方法）

第３条 省略

２ 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、知事が法第７１条第

２項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、

既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可

の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるとき

は、その超える額の占用料は、返還する。

別表（第２条関係）

（占用料の額）

第２条 省略

２ 省略

３ 知事は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要

があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、これらの項

に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用

料を徴収しないことができる。

� 法第３５条に規定する事業（道路法施行令（昭和２７年政令第４７９

号。以下「令」という。）第１９条に規定するものを除く。）及び

地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第６条に規定する公営企業

に係るもの

�～� 省略

（占用料の徴収方法）

第３条 省略

２ 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、知事が法第７１条第

２項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、

既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可

の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるとき

は、そのこえる額の占用料は、返還する。

別表（第２条関係）

占 用 物 件

占 用 料

占 用 物 件

占 用 料

単 位

所 在 地

単 位

所 在 地

市の

区域

町の

区域

市の

区域

町の

区域

法第３２条第１項

第１号に掲げる

工作物

省略 法第３２条第１項

第１号に掲げる

工作物

省略

省略 長さ１

メート

ルにつ

き１年

省略 省略 長さ１

メート

ルにつ

き１年

省略

地下に設ける電線

その他の 線類

５ ４ 地下電線その他地

下に設ける線類

５ ４

省略 省略
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省略 省略

令第７条第６号

に掲げる施設並

びに同条第７号

に掲げる施設及

び自動車駐車場

省略 占用面

積１平

方メー

トルに

つき１

年

省略 令第７条第６号

に掲げる施設並

びに同条第７号

に掲げる施設及

び自動車駐車場

省略 占用面

積１平

方メー

トルに

つき１

年

省略

令第７条第８号に掲げる器具 Ａに０．０１８を

乗じて得た額

令第７条第９号

及び第１０号に掲

げる施設

省略 省略 令第７条第８号

に 掲 げ る 休 憩

所、給油所及び

自動車修理所

省略 省略

備考

１～６ 省略

７ Ａは、近傍類似の土地（令第７条第９号及び第１０号に掲

げる施設 について近傍に類似の土地が存し

ない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要

素が類似した土地）の時価を表すものとする。

８・９ 省略

備考

１～６ 省略

７ Ａは、近傍類似の土地（令第７条第８号に掲げる休憩所、

給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存し

ない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要

素が類似した土地）の時価を表すものとする。

８・９ 省略

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２４号
愛媛県屋外広告物条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県屋外広告物条例の一部を改正する条例

第１条 愛媛県屋外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（市町 が処理する事務）

第４８条 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、次に掲

げる事務（この条例の施行のための規則に基づく事務を含む。）

は、市町（中核市及び次項各号に掲げる市町を除く。）が処理す

ることとする。

�～� 省略

２ 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、前項第１号

から第５号までに掲げる事務は、次に掲げる市町が処理すること

とする。

� 大洲市

� 内子町

３ 法第２８条の規定に基づき、法第３条から第５条まで、第７条及

び第８条の規定に基づく条例の制定及び改廃に関する事務は、前

項各号に掲げる市町が処理することとする。

（適用除外）

第４９条 省略

２ 第２章から第４章までの規定（これらの規定に係る罰則を含

（市及び町が処理する事務）

第４８条 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、次に掲

げる事務（この条例の施行のための規則に基づく事務を含む。）

は、市（中核市及び大洲市を除く。）及び町 が処理す

ることとする。

�～� 省略

２ 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、前項第１号

から第５号までに掲げる事務は、大洲市 が処理すること

とする。

３ 法第２８条の規定に基づき、法第３条から第５条まで、第７条及

び第８条の規定に基づく条例の制定及び改廃に関する事務は、大

洲市 が処理することとする。

（適用除外）

第４９条 省略

２ 第２章から第４章までの規定（これらの規定に係る罰則を含
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む。）は、前条第２項各号に掲げる市町の区域については、適用

しない。

む。）は、大洲市 の区域については、適用

しない。

第２条 愛媛県屋外広告物条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（市町が処理する事務）

第４８条 省略

２ 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、前項第１号

から第５号までに掲げる事務は、次に掲げる市町が処理すること

とする。

� 宇和島市

� 八幡浜市

� 省略

� 省略

３ 省略

（市町が処理する事務）

第４８条 省略

２ 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、前項第１号

から第５号までに掲げる事務は、次に掲げる市町が処理すること

とする。

� 省略

� 省略

３ 省略

附 則

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年７月１日から施行する。

２ この条例（前項ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

�愛媛県条例第２５号
愛媛県建築審査会条例等の一部を改正する等の条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県建築審査会条例等の一部を改正する等の条例

（愛媛県建築審査会条例の一部改正）

第１条 愛媛県建築審査会条例（昭和２５年愛媛県条例第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（幹事及び書記）

第３条 審査会に幹事及び書記若干名を置き、関係職員のうちから

知事が任命する。

２・３ 省略

（幹事及び書記）

第３条 審査会に幹事及び書記若干名を置き、関係吏員のうちから

知事が任命する。

２・３ 省略

（愛媛県食品行商条例の一部改正）

第２条 愛媛県食品行商条例（昭和２７年愛媛県条例第６２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（調査又は検査）

第１１条 知事は、食品衛生上の危害を除くために必要があるときは、

行商人の営業施設、取扱方法その他必要な事項について報告を求

め、又は当該職員に食品及び設備等について検査させることがで

きる。

（調査又は検査）

第１１条 知事は、食品衛生上の危害を除くために必要があるときは、

行商人の営業施設、取扱方法その他必要な事項について報告を求

め、又は当該吏員に食品及び設備等について検査させることがで

きる。

（愛媛県ふぐ取扱者条例の一部改正）

第３条 愛媛県ふぐ取扱者条例（昭和２７年愛媛県条例第６３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（立入検査）

第１１条 知事は、必要があると認めるときは、当該職員にふぐの取

扱所その他の関係施設に立ち入り取扱いの状況等を検査させるこ

とができる。

２ 前項の規定により当該職員に立入検査 をさせる場合は、

その身分を示す証票を携帯させなければならない。

（立入検査）

第１１条 知事は、必要があると認めるときは、当該吏員にふぐの取

扱所その他の関係施設に立ち入り取扱いの状況等を検査させるこ

とができる。

２ 前項の規定により当該吏員に立ち入り検査をさせる場合は、こ

れにその身分を示す証票を携帯させなければならない。

（特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の一部改正）

第４条 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（目的及び適用範囲）

第１条 この条例は、次に掲げる特別職にある県職員（以下「特別

職の職員」という。）の受ける給与及び旅費並びに旅費の弁償に

関して定めることを目的とする。

�・� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

（知事等の給与）

第２条 前条第１号から第４号までに掲げる特別職の職員（第４号

に掲げる特別職の職員のうち非常勤の者を除く。以下「知事等」

という。）の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

（非常勤の監査委員等の給与）

第５条 第１条第４号から第１２号までに掲げる特別職の職員（第４

号に掲げる特別職の職員のうち知事等に含まれる者を除く。以下

「非常勤の監査委員等」という。）の受ける給与は、報酬とする。

別表第１（第３条関係）

知事等の給料月額

（目的及び適用範囲）

第１条 この条例は、次に掲げる特別職にある県職員（以下「特別

職の職員」という。）の受ける給与及び旅費並びに旅費の弁償に

関して定めることを目的とする。

�・� 省略

� 出納長

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

（知事等の給与）

第２条 前条第１号から第５号までに掲げる特別職の職員（第５号

に掲げる特別職の職員のうち非常勤の者を除く。以下「知事等」

という。）の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

（非常勤の監査委員等の給与）

第５条 第１条第５号から第１３号までに掲げる特別職の職員（第５

号に掲げる特別職の職員のうち知事等に含まれる者を除く。以下

「非常勤の監査委員等」という。）の受ける給与は、報酬とする。

別表第１（第３条関係）

知事等の給料月額

職 名 給 料 月 額 職 名 給 料 月 額

省略 省略

出 納 長 ８８０，０００円

省略 省略

別表第３（第１２条関係）

特別職の職員の旅費

別表第３（第１２条関係）

特別職の職員の旅費

職 名

車 賃

（１キロ

メートル

につき）

日当

（１

日に

つき）

宿泊料（１夜に

つき）

食 卓 料

（１夜に

つき）

その

他の

旅費

額

職 名

車 賃

（１キロ

メートル

につき）

日当

（１

日に

つき）

宿泊料（１夜に

つき）

食 卓 料

（１夜に

つき）

その

他の

旅費

額甲地方 乙地方 甲地方 乙地方
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省略 省略

副知事

管理者

省略 副知事

出納長

管理者

省略

省略 省略

（愛媛県職員定数条例の一部改正）

第５条 愛媛県職員定数条例（昭和３０年愛媛県条例第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第１条 この条例で「職員」とは、知事、管理者、人事委員会、議

会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会（学校以外の教育機

関を含む。以下同じ。）及び 労働委員会の事務部局に常時勤務

する地方公務員（副知事 、管理者、会計管理者及び臨時

職員を除く。）をいう。

（定義）

第１条 この条例で「職員」とは、知事、管理者、人事委員会、議

会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会（学校以外の教育機

関を含む。以下同じ。）、及び労働委員会の事務部局に常時勤務

する地方公務員（副知事、出納長、管理者、副出納長 及び臨時

職員を除く。）をいう。

（知事等の退職手当に関する条例の一部改正）

第６条 知事等の退職手当に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（目的）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第

２項及び第３項の規定に基づき、知事、副知事 及び管理

者（以下「知事等」という。）の退職手当に関する事項を定める

ことを目的とする。

（退職手当の額）

第３条 知事等の退職手当の額は、その者の退職の日における給料

月額に、その者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる

者の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

�・� 省略

� 省略

２ 省略

（目的）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第

２項及び第３項の規定に基づき、知事、副知事、出納長及び管理

者（以下「知事等」という。）の退職手当に関する事項を定める

ことを目的とする。

（退職手当の額）

第３条 知事等の退職手当の額は、その者の退職の日における給料

月額に、その者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる

者の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

�・� 省略

� 出納長 １００分の３５

� 省略

２ 省略

（愛媛県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料及び退職給与金の基礎となる

べき在職期間との通算に関する条例の一部改正）

第７条 愛媛県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料及び退職給与金の基礎と

なるべき在職期間との通算に関する条例（昭和３２年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（用語の意議）

第１条 省略

２ 省略

３ この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都道府県

の退職年金及び退職一時金に関する条例（以下「退職年金条例」

という。）の適用を受ける者（他の都道府県の退職年金条例の適

用を受ける市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）

（用語の意議）

第１条 省略

２ 省略

３ この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都道府県

の退職年金及び退職一時金に関する条例（以下「退職年金条例」

という。）の適用を受ける者（他の都道府県の退職年金条例の適

用を受ける市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）
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第１条及び第２条に規定する者を含む。）のうち次に掲げる者を

いう。

� 知事、副知事、出納長及び地方自治法の一部を改正する法律

（平成１８年法律第５３号）による改正前の地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７２条第１項に規定する吏員（以下本条中「吏員」

という。）

�～� 省略

４ 省略

第１条及び第２条に規定する者を含む。）のうち次に掲げる者を

いう。

� 知事、副知事、出納長及び

地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７２条第１項に規定する吏員（以下本項中「吏員」

という。）

�～� 省略

４ 省略

（愛媛県特別職報酬等審議会条例の一部改正）

第８条 愛媛県特別職報酬等審議会条例（昭和３９年愛媛県条例第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（所掌事項）

第２条 知事は、議会の議員の報酬の額並びに知事及び副知事

の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、

あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとす

る。

（所掌事項）

第２条 知事は、議会の議員の報酬の額並びに知事、副知事及び出

納長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、

あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとす

る。

（知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正）

第９条 知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（知事、副知事 、管理者及び常勤の監査委員の給与の特

例）

第２条 知事、副知事 、管理者及び常勤の監査委員の給料

月額は、特別職給与条例別表第１の規定にかかわらず、同表給料

月額の欄に掲げる額から当該額に、次の各号に掲げる者の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得

た額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額

は、それぞれ同欄に掲げる額とする。

� 省略

� 副知事 、管理者及び常勤の監査委員 １００分の１５

（知事、副知事、出納長、管理者及び常勤の監査委員の給与の特

例）

第２条 知事、副知事、出納長、管理者及び常勤の監査委員の給料

月額は、特別職給与条例別表第１の規定にかかわらず、同表給料

月額の欄に掲げる額から当該額に、次の各号に掲げる者の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得

た額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額

は、それぞれ同欄に掲げる額とする。

� 省略

� 副知事、出納長、管理者及び常勤の監査委員 １００分の１５

（愛媛県副出納長設置条例の廃止）

第１０条 愛媛県副出納長設置条例（昭和３０年愛媛県条例第４９号）は、廃止する。

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２６号
愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県学校職員定数条例（昭和３２年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。
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� 県立学校の職員 ４，１７２人

� 市町立学校の職員 ９，１６１人

計 １３，３３３人

� 県立学校の職員 ４，２３３人

� 市町立学校の職員 ９，２０５人

計 １３，４３８人

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２７号
県立学校における授業料その他の費用の徴収条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

県立学校における授業料その他の費用の徴収条例等の一部を改正する条例

（県立学校における授業料その他の費用の徴収条例の一部改正）

第１条 県立学校における授業料その他の費用の徴収条例（昭和２３年愛媛県条例第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第２条 授業料額は、次のとおりとする。

全日制の課程 年額 １１８，８００円

定時制の課程

高等学校

�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�

単位制による課程 年額 ３２，４００円

以外の課程

単位制による課程 １単位につき １，７５０円

専攻科 年額 １１８，８００円

中等教育学校の後期課程 年額 １１８，８００円

２ 前項の規定にかかわらず、高等学校の単位制による定時制の課

程又は通信制の課程に在学する者が高等学校の全日制の課程又は

単位制による定時制の課程以外の定時制の課程において一部の科

目を履修する場合の授業料額は、１単位につき１，７５０円とする。

第８条 高等学校の単位制による定時制の課程の聴講料額は、１単

位につき１，７５０円とする。

２ 省略

第２条 授業料額は、次のとおりとする。

全日制の課程 年額 １１５，２００円

定時制の課程

高等学校

�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�

単位制による課程 年額 ３１，２００円

以外の課程

単位制による課程 １単位につき １，６８０円

専攻科 年額 １１５，２００円

中等教育学校の後期課程 年額 １１５，２００円

２ 前項の規定にかかわらず、高等学校の単位制による定時制の課

程又は通信制の課程に在学する者が高等学校の全日制の課程又は

単位制による定時制の課程以外の定時制の課程において一部の科

目を履修する場合の授業料額は、１単位につき１，６８０円とする。

第８条 高等学校の単位制による定時制の課程の聴講料額は、１単

位につき１，６８０円とする。

２ 省略

（県立高等学校における通信教育入学料及び受講料等の徴収条例の一部改正）

第２条 県立高等学校における通信教育入学料及び受講料等の徴収条例（昭和２４年愛媛県条例第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第３条 受講料及び聴講料は、１単位につき３３０円とする。 第３条 受講料及び聴講料は、１単位につき３２０円とする。

（愛媛県県立高等技術専門校条例の一部改正）

第３条 愛媛県県立高等技術専門校条例（昭和４４年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（入校選考料、入校料及び授業料）

第４条 省略

２ 入校選考料、入校料及び授業料（以下「入校選考料等」という。）

の額は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 授業料 年額 １１８，８００円

（入校選考料、入校料及び授業料）

第４条 省略

２ 入校選考料、入校料及び授業料（以下「入校選考料等」という。）

の額は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 授業料 年額 １１５，２００円

（愛媛県立農業大学校における授業料及び入学選考料徴収条例の一部改正）
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第４条 愛媛県立農業大学校における授業料及び入学選考料徴収条例（昭和６０年愛媛県条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（授業料の額）

第２条 授業料の額は、年額１１８，８００円とする。

（授業料の額）

第２条 授業料の額は、年額１１５，２００円とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

（県立学校における授業料その他の費用の徴収条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の県立学校における授業料その他の費用の徴収条例第２条の規定は、平成１９年度以後に高等学校に入学する

者及び中等教育学校の後期課程に進級し、又は第４学年に編入学する者に係る授業料額について適用し、平成１８年度以前に高等学校に入

学した者及び中等教育学校の後期課程に進級し、又は第４学年に編入学した者に係る授業料額については、なお従前の例による。

（県立高等学校における通信教育入学料及び受講料等の徴収条例の一部改正に伴う経過措置）

３ 第２条の規定による改正後の県立高等学校における通信教育入学料及び受講料等の徴収条例第３条の規定中受講料に関する部分は、平

成１９年度以後に高等学校の通信制の課程に入学する者に係る受講料について適用し、平成１８年度以前に高等学校の通信制の課程に入学し

た者に係る受講料については、なお従前の例による。

（愛媛県県立高等技術専門校条例の一部改正に伴う経過措置）

４ 第３条の規定による改正後の愛媛県県立高等技術専門校条例第４条の規定にかかわらず、平成１８年度以前に高等技術専門校の普通課程

に入校した者に係る授業料は、徴収しない。

（愛媛県立農業大学校における授業料及び入学選考料徴収条例の一部改正に伴う経過措置）

５ 第４条の規定による改正後の愛媛県立農業大学校における授業料及び入学選考料徴収条例第２条の規定は、平成１９年度以後に愛媛県立

農業大学校総合農学科及びアグリビジネス科に入学する者に係る授業料の額について適用し、平成１８年度以前にこれらの課程に入学した

者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第２８号
教育職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

教育職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例

（教育職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第１条 教育職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特殊勤務手当の区分）

第２条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 特別支援教育手当

（教員特殊業務手当）

第６条の３ 前条の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次の

各号に掲げる額をこえて支給してはならない。

�・� 省略

� 前条第２号 に規定する業務 １，７００円

� 前条第３号に規定する業務 ２，４００円

� 前条第４号に規定する業務 ２，０００円

� 省略

２ 省略

（多学年学級担当手当）

第７条 多学年学級担当手当は、教育職員のうち人事委員会の定める

教育職員が２の学年の児童又は生徒で編制されている学級におけ

（特殊勤務手当の区分）

第２条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

�～� 省略

（教員特殊業務手当）

第６条の３ 前条の手当の額は、業務に従事した日１日につき、次の

各号に掲げる額をこえて支給してはならない。

�・� 省略

� 前条第２号及び第３号に規定する業務 １，７００円

� 前条第４号に規定する業務 １，２００円

� 省略

２ 省略

（多学年学級担当手当）

第７条 多学年学級担当手当は、教育職員のうち人事委員会の定める

教育職員が次の各号に掲げる 学級におけ
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る授業又は指導に従事した場合に支給する。

第８条 前条に規定する手当の額は、授業又は指導に従事した日１日

につき２９０円を超えて 支給してはならない。

第１０条 省略

（特別支援教育手当）

第１０条の２ 特別支援教育手当は、次に掲げる教育職員が障害のある

幼児、児童又は生徒に対する授業又は指導に直接従事した場合に支

給する。

� 特別支援学校に勤務する教育職員

� 小学校又は中学校に勤務する教育職員で、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第７５条第２項に規定する特別支援学級を担当する

もの

� 小学校又は中学校に勤務する教育職員で、学校教育法施行規則第７３

条の２１の規定による障害に応じた特別の指導を本務とするもの

第１０条の３ 前条に規定する手当の額は、授業又は指導に従事した日

１日につき１，２００円を超えて支給してはならない。

る授業又は指導に従事した場合に支給する。

� ３の学年の児童又は生徒で編制されている学級

� ２の学年の児童又は生徒で編制されている学級

第８条 前条の 手当の額は、授業又は指導に従事した日１日

につき次の各号に掲げる額をこえて支給してはならない。

� 前条第１号に規定する学級における授業又は指導 ３５０円

� 前条第２号に規定する学級における授業又は指導 ２９０円

第１０条 省略

（教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第８条 削除

（管理職手当）

第１７条の３ 省略

２ 前項に規定する管理職手当の月額は、同項に規定する職にある者

の属する職務の級における最高の号給の給料月額の１００分の１６を超

えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

（定時制通信教育手当）

第１７条の４ 次に掲げる教育職員には、定時制通信教育手当を支給す

る。

� 県立の高等学校で、夜間において授業を行う課程を置くものの

校長及び当該課程に関する校務を整理する教頭

� 県立の高等学校で、通信制の課程を置くものの校長及び当該課

程に関する校務を整理する教頭

（給料の調整額）

第８条 次に掲げる教育職員には、その特殊性に基づき、給料月額に

つき調整額を定めるものとする。
ろう

� 盲学校、聾学校又は養護学校に勤務する教育職員

� 小学校又は中学校に勤務する教育職員で、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第７５条に定める特殊学級を担当するもの

� 小学校又は中学校に勤務する教育職員で、学校教育法施行規則

（昭和２２年文部省令第１１号）第７３条の２１第１項の規定による心身

の故障に応じた特別の指導に直接従事することを本務とするも

の

２ 前項の規定による給料の調整額の額は、調整前における給料月額

の１００分の２５を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

３ 給料の調整額は、期末手当、勤勉手当及び退職手当の算定の基礎

となる給料の中に含まれるものとする。

（管理職手当）

第１７条の３ 省略

２ 前項に規定する管理職手当の月額は、当該教育職員が受けるべき

給料月額の１００分の１６を超

えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

（定時制通信教育手当）

第１７条の４ 県立の高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置

くものの校長及び定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を

整理する教頭並びに本務として定時制教育又は通信教育に従事す

る教育職員（実習助手については、人事委員会規則で定める者に限

る。）には、定時制通信教育手当を支給する。
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� 県立の高等学校において本務として夜間における定時制教育

に従事する教育職員（実習助手については、人事委員会規則で定

める者に限る。次号において同じ。）

� 県立の高等学校において本務として通信教育に従事する教育

職員

２ 前項に規定する定時制通信教育手当の月額は、次の各号に掲げる

教育職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

� 前項第１号に掲げる教育職員 当該教育職員が受けるべき給

料月額に１００分の５を乗じて得た額

� 前項第２号に掲げる教育職員 当該教育職員が受けるべき給

料月額に１００分の３を乗じて得た額

� 前項第３号に掲げる教育職員 当該教育職員が受けるべき給

料月額に１００分の７を乗じて得た額

� 前項第４号に掲げる教育職員 当該教育職員が受けるべき給

料月額に１００分の５を乗じて得た額

３ 省略

２ 前項に規定する定時制通信教育手当の月額は、当該教育職員が受

けるべき給料月額に１００分の１０を乗じて得た額とする。ただし、管

理職手当を受ける者にあつては、その者の給料月額に１００分の８を

乗じて得た額とする。

３ 省略

（農業、水産又は工業に係る産業教育に従事する県立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する条例の一部改

正）

第３条 農業、水産又は工業に係る産業教育に従事する県立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する条例（昭

和３３年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この条例において「教員」とは 、教諭、助教諭又は県

費負担の講師（常時勤務の者及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める者に限

る。）をいう。

（支給月額）

第３条 産業教育手当の月額は、当該教員及び実習助手が受けるべき

給料月額に１００分の７を乗じて得た額とする。ただし、

定時制通信教育手当を受ける者にあつては、その者の給料月額

に１００分の３ を乗じて得た額とする。

（定義）

第２条 この条例において「教員」とは、教頭、教諭、助教諭又は県

費負担の講師（常時勤務の者及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める者に限

る。）をいう。

第３条 産業教育手当の月額は、当該教員及び実習助手が受けるべき

給料月額に１００分の１０を乗じて得た額とする。ただし、管理職手当

及び定時制通信教育手当を受ける者にあつては、その者の給料月額

に次に掲げる区分に応ずる支給割合を乗じて得た額とする。

� 管理職手当を受ける者 １００分の３

� 定時制通信教育手当を受ける者 １００分の６

� 前号に掲げる者のうち、管理職手当を受ける者 １００分の２

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

（平成２３年３月３１日までの間における管理職手当に関する経過措置）

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項までの規定による給料を支給さ

れる職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える

職員についての改正後の教育職員の給与に関する条例第１７条の３第２項の規定の適用については、平成２３年３月３１日までの間は、同項の

規定中「者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「者の給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項までの規定による給料の額との合計額」とする。

（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）

３ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成１９年３月２０日 第１８４５号外１

４７
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改 正 後 改 正 前

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

１２ 附則第７項から第９項までの規定による給料を支給される職員

に関する教育職員給与条例 第

１７条の４第２項の規定の適用については、同項各号

中「給料月

額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項

までの規定による給料の額との合計額」とする。

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

１２ 附則第７項から第９項までの規定による給料を支給される職員

に関する教育職員給与条例第８条第２項、第１７条の３第２項及び第

１７条の４第２項の規定の適用については、教育職員給与条例第８条

第２項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における

給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成

１７年愛媛県条例第８８号。以下「平成１７年改正条例」という。）附則

第７項から第９項までの規定による給料の額との合計額」と、教育

職員給与条例第１７条の３第２項及び第１７条の４第２項中「給料月

額」とあるのは「給料月額と平成１７年改正条例

附則第７項から第９項

までの規定による給料の額との合計額」とする。

�愛媛県条例第２９号
教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給料表）

第４条 給料表の種類は、中学校・小学校教育職員給料表（別

表第１）及び高等学校等教育職員給料表（別表第２）とし、

その適用範囲は次のとおりとする。

� 省略

� 高等学校等教育職員給料表適用範囲

ア・イ 省略

ウ 特別支援学校 に勤務する教育職員

２・３ 省略

（義務教育等教員特別手当）

第１７条の６ 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特

別支援学校 の小学部若しくは中学部に勤

務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

２ 省略

３ 高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校

の高等部に勤務する教育職員については、第

１項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲

内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教

育等教員特別手当を支給する。

４ 省略

（給料表）

第４条 給料表の種類は、中学校・小学校教育職員給料表（別

表第１）及び高等学校等教育職員給料表（別表第２）とし、

その適用範囲は次のとおりとする。

� 省略

� 高等学校等教育職員給料表適用範囲

ア・イ 省略
ろう

ウ 盲学校、聾学校又は養護学校に勤務する教育職員

２・３ 省略

（義務教育等教員特別手当）

第１７条の６ 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲
ろう

学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部に勤

務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

２ 省略
ろう

３ 高等学校、中等教育学校の後期課程又は盲学校、聾学校若

しくは養護学校の高等部に勤務する教育職員については、第

１項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲

内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教

育等教員特別手当を支給する。

４ 省略

（愛媛県教育委員会所管の教育機関の設置等に関する条例の一部改正）

第２条 愛媛県教育委員会所管の教育機関の設置等に関する条例（昭和３２年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成１９年３月２０日 第１８４５号外１

４８



改 正 後 改 正 前

別表第１（第１条関係） 別表第１（第１条関係）

名称 目的及び事業 位置 名称 目的及び事業 位置

省略 省略 省略 省略 省略 省略

省略 省略 省略 省略 省略 省略

愛媛県総合教

育センター

教育に関する専門的技術的事項の

調査研究及び教職員の研修の実施

並びに視聴覚センター、特別支援

教育センター及び幼児教育センタ

ーにおける県民への教育情報の提

供及び教育相談の実施

松山市 愛媛県総合教

育センター

教育に関する専門的技術的事項の

調査研究及び教職員の研修の実施

並びに視聴覚センター、特殊教育

センター 及び幼児教育センタ

ーにおける県民への教育情報の提

供及び教育相談の実施

松山市

省略 省略 省略 省略 省略 省略

（愛媛県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料及び退職給与金の基礎となる

べき在職期間との通算に関する条例の一部改正）

第３条 愛媛県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料及び退職給与金の基礎と

なるべき在職期間との通算に関する条例（昭和３２年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（用語の意議）

第１条 省略

２ 省略

３ この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都

道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例（以下「退

職年金条例」という。）の適用を受ける者（他の都道府県

の 退 職 年 金 条 例 の 適 用 を 受 け る 市 町 村 立 学 校 職 員 給 与 負

担 法 （ 昭 和２３年 法 律 第１３５号 ） 第 １ 条 及 び 第 ２ 条 に 規 定

する者を含む。）のうち次に掲げる者をいう。

�～� 省略

� 学 校 教 育 法 （ 昭 和２２年 法 律 第２６号 ） 第 １ 条 に 規 定 す

る学校の職員で次に掲げるもの

ア・イ 省略

ウ 中学校又は小学校 の

校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及

び養護教諭

エ 省略

�～� 省略

� 学校教育法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８０
ろう

号）による改正前の学校教育法第１条に規定する盲学校、聾学

校又は養護学校の校長、教諭及び養護教諭

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

４ 省略

（用語の意議）

第１条 省略

２ 省略

３ この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都

道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例（以下「退

職年金条例」という。）の適用を受ける者（他の都道府県

の 退 職 年 金 条 例 の 適 用 を 受 け る 市 町 村 立 学 校 職 員 給 与 負

担 法 （ 昭 和２３年 法 律 第１３５号 ） 第 １ 条 及 び 第 ２ 条 に 規 定

する者を含む。）のうち次に掲げる者をいう。

�～� 省略

� 学 校 教 育 法 （ 昭 和２２年 法 律 第２６号 ） 第 １ 条 に 規 定 す

る学校の職員で次に掲げるもの

ア・イ 省略

ウ 中学校、小学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の

校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及

び養護教諭

エ 省略

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

４ 省略

（愛媛県奨学資金貸与条例の一部改正）

第４条 愛媛県奨学資金貸与条例（昭和３６年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。

愛 媛 県 報平成１９年３月２０日 第１８４５号外１

４９
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（奨学生の要件）

第３条 奨学生となることができる者は、次の各号に掲げる要

件を備える者とする。

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する高等学校

（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校

の高等部を含む。以下同じ。）、高等専門学校又は専

修学校の高等課程（修業年限が２年以上の課程で教育委員

会が認めるものに限る。以下同じ。）に在学する者である

こと。

�～� 省略

（奨学生の要件）

第３条 奨学生となることができる者は、次の各号に掲げる要

件を備える者とする。

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する高等学校
ろう

（中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護

学校の高等部を含む。以下同じ。）、高等専門学校又は専

修学校の高等課程（修業年限が２年以上の課程で教育委員

会が認めるものに限る。以下同じ。）に在学する者である

こと。

�～� 省略

（愛媛県県立学校設置条例の一部改正）

第５条 愛媛県県立学校設置条例（昭和３９年愛媛県条例第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 愛媛県立高等学校（以下「高等学校」という。）、愛

媛県立中等教育学校（以下「中等教育学校」という。）及び

愛媛県立特別支援学校 （以下「特別支援学校」

という。）の設置については、この条例の定めるところによ

る。

（特別支援学校の名称及び位置）

第４条 特別支援学校の名称及び位置は、別表３のとおりとす

る。

（趣旨）

第１条 愛媛県立高等学校（以下「高等学校」という。）、愛

媛県立中等教育学校（以下「中等教育学校」という。）並び
ろう

に愛媛県立盲学校、聾学校及び養護学校（以下「特殊学校 」

という。）の設置については、この条例の定めるところによ

る。

（特殊学校 の名称及び位置）

第４条 特殊学校 の名称及び位置は、別表３のとおりとす

る。

（教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正）

第６条 教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この条例において「教育職員」とは、学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）に規定する小学校、中学校、高等学校、

中等教育学校又は特別支援学校 の小学部、

中学部若しくは高等部に勤務する校長、教頭、教諭、養護教

諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常時勤務の者及

び地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める者に限る。）、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

（定義）

第２条 この条例において「教育職員」とは、学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）に規定する小学校、中学校、高等学校、
ろう

中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部、

中学部若しくは高等部に勤務する校長、教頭、教諭、養護教

諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常時勤務の者及

び地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める者に限る。）、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

附 則

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３０号
愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県警察職員定数条例（昭和３３年愛媛県条例第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成１９年３月２０日 第１８４５号外１

５０
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改 正 後 改 正 前

（職員の定数）

第２条 警察職員の定数は、次のとおりとする。

警 視 ９９人

警 部 ２０２人

� 警察官

�
�
�
�
��
��
�
�
�

警部補及び巡査部長 １，３７４人

巡 査 ７１９人

計 ２，３９４人

� 警察官以外の職員 ４１５人

計 ２，８０９人

２ 省略

（職員の定数）

第２条 警察職員の定数は、次のとおりとする。

警 視 ９９人

警 部 ２０２人

� 警察官

�
�
�
�
��
��
�
�
�

警部補及び巡査部長 １，３６８人

巡 査 ７１５人

計 ２，３８４人

� 警察官以外の職員 ４１５人

計 ２，７９９人

２ 省略

附 則

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例（平成１５年愛媛県条例第３６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ 警察官以外の職員の定数は、次の表の左欄に掲げる期間におい

ては、愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例（平成１９年

愛媛県条例第３０号）による改正後の愛媛県警察職員定数条例第２

条第１項の規定にかかわらず、同表の右欄に掲げるとおりとする。

附 則

２ 警察官以外の職員の定数は、次の表の左欄に掲げる期間におい

ては、愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例（平成１８年

愛媛県条例第３１号）による改正後の愛媛県警察職員定数条例第２

条第１項の規定にかかわらず、同表の右欄に掲げるとおりとする。

省略 省略

�愛媛県条例第３１号
愛媛県警察本部組織条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県警察本部組織条例等の一部を改正する条例

（愛媛県警察本部組織条例の一部改正）

第１条 愛媛県警察本部組織条例（昭和３５年愛媛県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（警務部の所掌事務）

第４条 警務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

�～� 省略

� 留置施設に関すること。

� 省略

（警務部の所掌事務）

第４条 警務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

�～� 省略

� 留置場 に関すること。

� 省略

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第２条 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（県警察に勤務する職員の特殊勤務手当）

第１９条 県警察に勤務する職員の特殊勤務手当は、この条例に別に

定めるもののほか、県警察に所属する警部、警部補、巡査部長若

（県警察に勤務する職員の特殊勤務手当）

第１９条 県警察に勤務する職員の特殊勤務手当は、この条例に別に

定めるもののほか、県警察に所属する警部、警部補、巡査部長若
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しくは巡査である警察官若しくは警察官以外の職員が次に掲げる

作業（管理職手当の支給を受ける警部である警察官にあつては、

第１２号及び第２２号の２の作業に限る。）に従事したとき、県警察

に所属する警視である警察官が第１２号若しくは第２２号の２の作業

に従事したとき、又は県警察に所属する警視である警察官で専ら

検視を行うことを職務とする職にあるもの（人事委員会が定める

者に限る。）が第２１号の作業（検視又は解剖立会いの作業に限る。）

に従事したときに支給する。ただし、第２３号の作業に係る手当の

支給を受ける場合にあつては、第１号から第７号まで、第１２号、

第１４号、第１５号、第２２号及び第２２号の２の作業に係る手当は、本

務として当該作業に従事したときのほかは、支給しない。

�～� 省略

� 留置施設等において被留置者を看守する作業

�～� 省略

２～７ 省略

しくは巡査である警察官若しくは警察官以外の職員が次に掲げる

作業（管理職手当の支給を受ける警部である警察官にあつては、

第１２号及び第２２号の２の作業に限る。）に従事したとき、県警察

に所属する警視である警察官が第１２号若しくは第２２号の２の作業

に従事したとき、又は県警察に所属する警視である警察官で専ら

検視を行うことを職務とする職にあるもの（人事委員会が定める

者に限る。）が第２１号の作業（検視又は解剖立会いの作業に限る。）

に従事したときに支給する。ただし、第２３号の作業に係る手当の

支給を受ける場合にあつては、第１号から第７号まで、第１２号、

第１４号、第１５号、第２２号及び第２２号の２の作業に係る手当は、本

務として当該作業に従事したときのほかは、支給しない。

�～� 省略

� 留置場等 において収容者 を看守する作業

�～� 省略

２～７ 省略

（愛媛県行政手続条例の一部改正）

第３条 愛媛県行政手続条例（平成７年愛媛県条例第４８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 県の機関 地方自治法第２編第７章に規定する執行機関とし

て県に置かれる機関、愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭

和４１年愛媛県条例第３７号）第４条第１項の規定により置かれる

管理者、警察本部（警察署を含む 。）

若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であっ

て法令上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

�・	 省略

（適用除外）

第３条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第４章

までの規定は、適用しない。

�～
 省略

� 留置施設

において、留置の目的を達成するためにされる処分及び

行政指導

�～� 省略

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 県の機関 地方自治法第２編第７章に規定する執行機関とし

て県に置かれる機関、愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭

和４１年愛媛県条例第３７号）第４条第１項の規定により置かれる

管理者、警察本部（警察署を含む。以下「警察本部等」という。）

若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であっ

て法令上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

�・	 省略

（適用除外）

第３条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第４章

までの規定は、適用しない。

�～
 省略

� 留置場（警察本部等に置かれる人を留置するための施設をい

う。）において、収容の目的を達成するためにされる処分及び

行政指導

�～� 省略

附 則

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律（平成１８年法律第５８号）の施行の日から施行する。

�愛媛県条例第３２号
愛媛県留置施設視察委員会条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県留置施設視察委員会条例

（趣旨）

第１条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成１７年法律第５０号）第２１条第６項の規定に基づき、愛媛県留置

施設視察委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）
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第２条 委員会は、委員４人で組織する。

（委員）

第３条 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、３回に限り再任されることができる。

３ 公安委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない

非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

（委員長）

第４条 委員会に委員長を置く。

２ 委員長は、委員の互選により定める。

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

（会議）

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）

第６条 委員会の庶務は、警察本部警務部において処理する。

（雑則）

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。

附 則

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律（平成１８年法律第５８号）の施行の日から施行する。

�愛媛県条例第３３号
愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県警察関係事務手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料の納付時期等）

第３条 前条に規定する手数料（以下「手数料」という。）は、次

の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める時期に納

付しなければならない。

� 別表４の項、１３の項、１４の項、６２の項及び６３の項に掲げる手

数料 届出の際

�～� 省略

� 別表４０の項の�及び�並びに４２の項に掲げる手数料 講習の

受講の際

� 省略

２ 省略

（指定講習機関への納入）

第７条 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条の４第１項に

規定する指定講習機関（以下「指定講習機関」という。）が行う

別表４０の項の�及び�に掲げる講習を受けようとする者は、当該

講習の手数料を当該指定講習機関に納入しなければならない。こ

の場合において、第３条から前条までの規定は適用せず、手数料

の納入の方法その他手数料の納入に関し必要な事項は、当該指定

講習機関の定めるところによる。

２ 省略

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

（手数料の納付時期等）

第３条 前条に規定する手数料（以下「手数料」という。）は、次

の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める時期に納

付しなければならない。

� 別表４の項、１３の項及び１４の項 に掲げる手

数料 届出の際

�～� 省略

� 別表４０の項の	及び
並びに４２の項に掲げる手数料 講習の

受講の際

� 省略

２ 省略

（指定講習機関への納入）

第７条 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条の４第１項に

規定する指定講習機関（以下「指定講習機関」という。）が行う

別表４０の項の�及び�に掲げる講習を受けようとする者は、当該

講習の手数料を当該指定講習機関に納入しなければならない。こ

の場合において、第３条から前条までの規定は適用せず、手数料

の納入の方法その他手数料の納入に関し必要な事項は、当該指定

講習機関の定めるところによる。

２ 省略

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）
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事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～２８ 省略 １～２８ 省略

２９ 道路交通法

第８９条第１項

の規定に基づ

く運転免許試

験の実施

運転免許

試験手数

料

� 大型自動車免許又は中型自

動車免許

に係る試験 次

に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 道路交通法第９７条の２第

１項第１号又は第２号に該

当して同項の規定の適用を

受ける場合 １，８５０円

イ 同項第３号に該当して同

項の規定の適用を受ける場

合 ２，０００円

ウ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ４，９５０円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、８，６５０円）

� 省略

� 特定第一種運転免許（大型

特殊自動車免許、大型自動二

輪車免許、普通自動二輪車免
けん

許又は牽引免許をいう。以下

同じ。）又は大型特殊自動車
けん

第二種免許若しくは牽引第二

種免許に係る試験 次に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項の

規定の適用を受ける場合

２，０００円

イ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ２，９５０円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、４，６００円）

� 省略

� 大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普通

自動車第二種免許に係る試験

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

２９ 道路交通法

第８９条第１項

の規定に基づ

く運転免許試

験の実施

運転免許

試験手数

料

� 特定第一種運転免許（普通

自動車免許、小型特殊自動車

免許及び原動機付自転車免許

以外の第一種運転免許をい

う。以下同じ。）又は第二種

運転免許（大型自動車第二種

免許及び普通自動車第二種免

許を除く。）に係る試験 次

に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 道路交通法第９７条の２第

１項

の規定の適用を

受ける場合 ２，０５０円

イ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ３，３００円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、４，４００円）

� 省略

� 省略

� 大型自動車第二種免許

又は普通

自動車第二種免許に係る試験

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額
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ア 同項の規定の適用を受け

る場合 ２，０００円

イ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ４，５００円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、７，７００円）

� 仮運転免許に係る試験 次

に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項第

２号に該当して同項の規定

の適用を受ける場合 ２，０

００円

イ 同項第４号に該当して同

項の規定の適用を受ける場

合 １，６５０円

ウ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ３，１００円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、４，７５０円）

ア 同項の規定の適用を受け

る場合 ２，１００円

イ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ４，４５０円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、６，６５０円）

� 仮運転免許に係る試験 次

に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項第

２号に該当して同項の規定

の適用を受ける場合 ２，０

５０円

イ 同項第４号に該当して同

項の規定の適用を受ける場

合 １，７００円

ウ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ３，３００円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、４，４００円）

２９の２ 道路交

通法第８９条第

２項の規定に

基づく検査

検査手数

料

� 大型自動車仮運転免許又は

中型自動車仮運転免許を受け

ている者に対する検査 ３，９

５０円（公安委員会が提供する

自動車を使用して受ける場合

にあっては、７，６５０円）

� 省略

２９の２ 道路交

通法第８９条第

２項の規定に

基づく検査

検査手数

料

� 大型自動車仮運転免許

を受け

ている者に対する検査 ２，５

５０円（公安委員会が提供する

自動車を使用して受ける場合

にあっては、３，６５０円）

� 省略

３０ 道路交通法

第９１条の運転

することがで

きる自動車等

の種類の限定

の全部又は一

部の解除の審

査

審査手数

料

１，７００円（公安委員会が提供する

自動車を使用して受ける場合に

あっては、３，３５０円）

３０ 道路交通法

第９１条の運転

することがで

きる自動車等

の種類の限定

の全部又は一

部の解除の審

査

審査手数

料

１，７００円（公安委員会が提供する

自動車を使用して受ける場合に

あっては、２，８００円）

３１～３３ 省略 ３１～３３ 省略

３４ 道路交通法

第９９条の２第

４項第１号イ

の規定に基づ

く審査（以下

「技能検定員

審 査 」 と い

う。）

技能検定

員審査手

数料

� 大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る技能検定員審

査 ２４，７００円

� 省略

� 特定第一種運転免許に係る

技能検定員審査 １４，１００円

� 大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普通

自動車第二種免許に係る技能

検定員審査で、これらの免許

３４ 道路交通法

第９９条の２第

４項第１号イ

の規定に基づ

く審査（以下

「技能検定員

審 査 」 と い

う。）

技能検定

員審査手

数料

� 特定第一種運転免許

に係る技能検定員審

査 １４，７５０円

� 省略

� 大型自動車第二種免許

又は普通

自動車第二種免許に係る技能

検定員審査で、これらの免許
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に対応する第一種運転免許に

係る技能検定員資格者証の交

付を受けている者に対するも

の（以下「大型自動車第二種

免許等に係る技能検定員審

査」という。） ２２，４５０円

に対応する第一種運転免許に

係る技能検定員資格者証の交

付を受けている者に対するも

の（以下「大型自動車第二種

免許等に係る技能検定員審

査」という。） ２２，０５０円

３５ 省略 ３５ 省略

３６ 道路交通法

第９９条の３第

４項第１号イ

の規定に基づ

く審査（以下

「教習指導員

審 査 」 と い

う。）

教習指導

員審査手

数料

� 大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る教習指導員審

査 １５，６５０円

� 省略

� 特定第一種運転免許に係る

教習指導員審査 ９，５００円

� 大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普通

自動車第二種免許に係る教習

指導員審査で、これらの免許

に対応する第一種運転免許に

係る教習指導員資格者証の交

付を受けている者に対するも

の（以下「大型自動車第二種

免許等に係る教習指導員審

査」という。） １３，３００円

３６ 道路交通法

第９９条の３第

４項第１号イ

の規定に基づ

く審査（以下

「教習指導員

審 査 」 と い

う。）

教習指導

員審査手

数料

� 特定第一種運転免許

に係る教習指導員審

査 ９，８５０円

� 省略

� 大型自動車第二種免許

又は普通

自動車第二種免許に係る教習

指導員審査で、これらの免許

に対応する第一種運転免許に

係る教習指導員資格者証の交

付を受けている者に対するも

の（以下「大型自動車第二種

免許等に係る教習指導員審

査」という。） １２，５５０円

３７ 道路交通法

第１００条の２

第１項の規定

に基づく再試

験の実施

再試験手

数料

� 省略

� 大型自動二輪車免許又は普

通自動二輪車免許に係る再試

験 １，９００円（同項に規定する

大型自動二輪車又は普通自動

二輪車の運転について必要な

技能について行う試験を公安

委員会が提供する自動車を使

用して受ける場合にあって

は、３，５５０円）

� 省略

３７ 道路交通法

第１００条の２

第１項の規定

に基づく再試

験の実施

再試験手

数料

� 省略

� 大型自動二輪車免許又は普

通自動二輪車免許に係る再試

験 １，９００円（同項に規定する

大型自動二輪車又は普通自動

二輪車の運転について必要な

技能について行う試験を公安

委員会が提供する自動車を使

用して受ける場合にあって

は、３，０００円）

� 省略

３８～３９ 省略 ３８～３９ 省略

４０ 道路交通法

第１０８条の２

第１項各号に

掲げる講習の

実施

講習手数

料

�～� 省略

� 同項第４号に掲げる講習

次に掲げる講習の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 大型自動車免許又は中型

自動車免許に係る講習 講

習１時間につき４，７００円

イ 普通自動車免許に係る講

習 講習１時間につき２，４５０

円

� 同項第５号に掲げる講習

次に掲げる講習の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 大型自動二輪車免許に係

る講習 講習１時間につき

４，２００円

４０ 道路交通法

第１０８条の２

第１項各号に

掲げる講習の

実施

講習手数

料

�～� 省略

� 同項第４号に掲げる講習

講習１時間につき２，４５０円

� 同項第５号に掲げる講習

講習１時間につき４，２００円
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イ 普通自動二輪車免許に係

る講習 講習１時間につき

４，１００円

� 同項第６号に掲げる講習

講習１時間につき１，３５０円

� 同項第７号に掲げる講習

講習１時間につき３，１５０円

� 同項第８号に掲げる講習

講習１時間につき１，２００円

� 省略

� 省略

� 同項第１１号

に掲げる講習 次

に掲げる講習の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア・イ 省略

ウ 同表の備考一の４に規定

する違反運転者等に対する

講習 １，７００円（道路交通法

施行令（昭和３５年政令第２７０

号）第４３条第１項の表講習

手数料の部法第１０８条の２

第１項第１１号に掲げる講習

の項の第３欄及び第４欄の

国家公安委員会規則で定め

る同令第３３条の７第２項の

基準に該当しない者に対す

る講習にあっては、１，０５０

円）

� 省略

� 省略

� 同項第６号に掲げる講習

講習１時間につき４，１００円

� 同項第７号に掲げる講習

講習１時間につき１，２００円

� 同項第８号に掲げる講習

講習１時間につき１，３５０円

� 同項第８号の２に掲げる講

習 講習１時間につき ３，４００

円

� 省略

� 省略

� 道路交通法の一部を改正す

る法律（平成１３年法律第５１号）

附則第２条第７項の規定によ

りなお従前の例によることと

される同法による改正前の道

路交通法第１０８条の２第１項

第１１号に掲げる講習 １，７００

円（道路交通法施行令の一部

を改正する政令（平成１４年政

令第２４号）による改正前の道

路交通法施行令（昭和３５年政

令第２７０号）第４３条第１項の表

講習手数料の部法第１０８条の

２第１項第１１号に掲げる講習

の項の第３欄及び第４欄の国

家公安委員会規則で定める講

習にあっては、７００円）

� 道路交通法第１０８条の２第

１項第１１号に掲げる講習 次

に掲げる講習の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア・イ 省略

ウ 同表の備考一の４に規定

する違反運転者等に対する

講習 １，７００円（道路交通法

施行令

第４３条第１項の表講習

手数料の部法第１０８条の２

第１項第１１号に掲げる講習

の項の第３欄及び第４欄の

国家公安委員会規則で定め

る同令第３３条の７第２項の

基準に該当しない者に対す

る講習にあっては、１，０５０

円）

	 省略


 省略

４１～６１ 省略 ４１～６１ 省略
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６２ 探偵業の業

務の適正化に

関 す る 法 律

（平成１８年法

律第６０号）第

４条第３項の

規定に基づく

同条第１項の

規定による届

出があったこ

とを証する書

面の交付

探偵業届

出証明書

交付手数

料

３，６００円

６３ 探偵業の業

務の適正化に

関する法律第

４条第３項の

規定に基づく

同条第２項の

規定による届

出があったこ

とを証する書

面の交付

探偵業変

更届出証

明書交付

手数料

１，５００円

６４ 探偵業の業

務の適正化に

関する法律第

４条第３項の

規定に基づく

届出があった

ことを証する

書面の再交付

探偵業届

出証明書

再交付手

数料

１，０００円

備考

１ 省略

２ この表の３４の項（以下「別表３４の項」という。）に掲げ

る技能検定員審査手数料の額は、技能検定員審査を受けよ

うとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審

査を免除される者である場合にあっては、別表３４の項の右

欄の規定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じ

て、それぞれ別表３４の項の右欄に定める額から、次の表の

右欄に定める額を減じた額とする。

備考

１ 省略

２ この表の３４の項（以下「別表３４の項」という。）に掲げ

る技能検定員審査手数料の額は、技能検定員審査を受けよ

うとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審

査を免除される者である場合にあっては、別表３４の項の右

欄の規定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じ

て、それぞれ別表３４の項の右欄に定める額から、次の表の

右欄に定める額を減じた額とする。

審 査 細 目 区 分

技能検定

員審査手

数料の額

から減ず

る額

審 査 細 目 区 分

技能検定

員審査手

数料の額

から減ず

る額

１ 技能検定員と

して必要な自動

車の運転技能

� 大型自動車免許又は

中型自動車免許に係る

技能検定員審査

４，１５０円 １ 技能検定員と

して必要な自動

車の運転技能

� 特定第一種運転免許

に係る

技能検定員審査

１，４５０円

� 省略 � 省略

� 特定第一種運転免許

に係る技能検定員審査

１，３５０円

� 大型自動車第二種免 ４，６００円 � 大型自動車第二種免 ４，７５０円
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許等に係る技能検定員

審査

許等に係る技能検定員

審査

２ 自動車の運転

技能に関する観

察及び採点の技

能

� 大型自動車免許又は

中型自動車免許に係る

技能検定員審査

７，０５０円 ２ 自動車の運転

技能に関する観

察及び採点の技

能

� 特定第一種運転免許

に係る

技能検定員審査

２，４５０円

� 省略 � 省略

� 特定第一種運転免許

に係る技能検定員審査

２，２５０円

� 大型自動車第二種免

許等に係る技能検定員

審査

７，９５０円 � 大型自動車第二種免

許等に係る技能検定員

審査

８，２５０円

３ 道路交通法第

１０８条の２８第４

項に規定する教

則の内容となっ

ている事項

� 大型自動車免許又は

中型自動車免許に係る

技能検定員審査

２，１５０円 ３ 道路交通法第

１０８条の２８第４

項に規定する教

則の内容となっ

ている事項

� 特定第一種運転免許

に係る

技能検定員審査

２，２００円

� 省略 � 省略

� 特定第一種運転免許

に係る技能検定員審査

２，１５０円

４ 自動車教習所

に関する法令に

ついての知識

� 大型自動車免許又は

中型自動車免許に係る

技能検定員審査

２，１５０円 ４ 自動車教習所

に関する法令に

ついての知識

� 特定第一種運転免許

に係る

技能検定員審査

２，２００円

� 省略 � 省略

� 特定第一種運転免許

に係る技能検定員審査

２，１５０円

５ 技能検定の実

施に関する知識

� 大型自動車免許又は

中型自動車免許に係る

技能検定員審査

２，２００円 ５ 技能検定の実

施に関する知識

� 特定第一種運転免許

に係る

技能検定員審査

２，１００円

� 省略 � 省略

� 特定第一種運転免許

に係る技能検定員審査

２，０５０円

６ 自動車の運転

技能の評価方法

に関する知識

� 大型自動車免許又は

中型自動車免許に係る

技能検定員審査

２，２００円 ６ 自動車の運転

技能の評価方法

に関する知識

� 特定第一種運転免許

に係る

技能検定員審査

２，０５０円

� 省略 � 省略

� 特定第一種運転免許

に係る技能検定員審査

２，０００円

� 大型自動車第二種免

許等に係る技能検定員

審査

３，２００円 � 大型自動車第二種免

許等に係る技能検定員

審査

３，３００円

７ 道 路 運 送 法

（昭和２６年法律

第１８３号）第２条

第３項に規定す

る旅客自動車運

送事業及び自動

車運転代行業の

業務の適正化に

関する法律第２

条第１項に規定

する自動車運転

大型自動車第二種免許等

に係る技能検定員審査

２，７５０円 ７ 道 路 運 送 法

（昭和２６年法律

第１８３号）第２条

第３項に規定す

る旅客自動車運

送事業及び自動

車運転代行業の

業務の適正化に

関する法律第２

条第１項に規定

する自動車運転

大型自動車第二種免許等

に係る技能検定員審査

２，８５０円
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代行業に関する

法令についての

知識

代行業に関する

法令についての

知識

備考

１ 技能検定員審査を受けようとする者が１の項及

び２の項の左欄に掲げる審査細目についての審査

のいずれをも免除される者である場合にあっては、

１の項及び２の項の右欄に定めるところによるほ

か、別表３４の項の右欄に定める額から更に大型自動

車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査

については３，７５０円を、普通自動車免許に係る技能

検定員審査については９５０円を、特定第一種運転免

許に係る技能検定員審査については１，０５０円を、大

型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査につ

いては３，２５０円を減ずるものとする。

２ 技能検定員審査を受けようとする者が３の項及

び４の項の左欄に掲げる審査細目についての審査

のいずれをも免除される者である場合にあっては、

３の項及び４の項の右欄に定めるところによるほ

か、別表３４の項の右欄に定める額から更に大型自動

車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査

については３００円を、普通自動車免許に係る技能検

定員審査については３００円を、特定第一種運転免許

に係る技能検定員審査については３００円を減ずるも

のとする。

備考

１ 技能検定員審査を受けようとする者が１の項及

び２の項の左欄に掲げる審査細目についての審査

のいずれをも免除される者である場合にあっては、

１の項及び２の項の右欄に定めるところによるほ

か、別表３４の項の右欄に定める額から更に特定第一

種運転免許 に係る技能検定員審査

については１，１５０円を、普通自動車免許に係る技能

検定員審査については９５０円を

、大

型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査につ

いては２，１５０円を減ずるものとする。

２ 技能検定員審査を受けようとする者が３の項及

び４の項の左欄に掲げる審査細目についての審査

のいずれをも免除される者である場合にあっては、

３の項及び４の項の右欄に定めるところによるほ

か、別表３４の項の右欄に定める額から更に特定第一

種運転免許 に係る技能検定員審査

については３５０円を、普通自動車免許に係る技能検

定員審査については３００円を

減ずるも

のとする。

３ この表の３６の項（以下「別表３６の項」という。）の教習

指導員審査手数料の額は、教習指導員審査を受けようとす

る者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免

除される者である場合にあっては、別表３６の項の右欄の規

定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、そ

れぞれ別表３６の項の右欄に定める額から、次の表の右欄に

定める額を減じた額とする。

３ この表の３６の項（以下「別表３６の項」という。）の教習

指導員審査手数料の額は、教習指導員審査を受けようとす

る者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免

除される者である場合にあっては、別表３６の項の右欄の規

定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、そ

れぞれ別表３６の項の右欄に定める額から、次の表の右欄に

定める額を減じた額とする。

審 査 細 目 区 分

教習指導

員審査手

数料の額

から減ず

る額

審 査 細 目 区 分

教習指導

員審査手

数料の額

から減ず

る額

１ 教習指導員と

して必要な自動

車の運転技能

� 大型自動車免許及び

中型自動車免許に係る

教習指導員審査

４，４５０円 １ 教習指導員と

して必要な自動

車の運転技能

� 特定第一種運転免許

に係る

教習指導員審査

１，４５０円

� 省略 � 省略

� 特定第一種運転免許

に係る教習指導員審査

１，３５０円

� 大型自動車第二種免

許等に係る教習指導員

審査

４，８００円 � 大型自動車第二種免

許等に係る教習指導員

審査

４，９００円

２ 技能教習に必

要な教習の技能

� 大型自動車免許又は

中型自動車免許に係る

教習指導員審査

１，３００円 ２ 技能教習に必

要な教習の技能

� 特定第一種運転免許

に係る

教習指導員審査

１，３５０円

� 省略 � 省略

� 特定第一種運転免許 １，３００円
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に係る教習指導員審査

� 大型自動車第二種免

許等に係る教習指導員

審査

２，０００円 � 大型自動車第二種免

許等に係る教習指導員

審査

２，０５０円

３ 学科教習に必

要な教習の技能

� 大型自動車免許又は

中型自動車免許に係る

教習指導員審査

１，２５０円 ３ 学科教習に必

要な教習の技能

� 特定第一種運転免許

に係る

教習指導員審査

１，２５０円

� 省略 � 省略

� 特定第一種運転免許

に係る教習指導員審査

１，２５０円

４ 道路交通法第

１０８条の２８第４項

に規定する教則

の内容となって

いる事項その他

自動車の運転に

関する知識

� 大型自動車免許又は

中型自動車免許に係る

教習指導員審査

１，４５０円 ４ 道路交通法第

１０８条の２８第４項

に規定する教則

の内容となって

いる事項その他

自動車の運転に

関する知識

� 特定第一種運転免許

に係る

教習指導員審査

１，３００円

� 省略 � 省略

� 特定第一種運転免許

に係る教習指導員審査

１，２５０円

５ 自動車教習所

に関する法令に

ついての知識

� 大型自動車免許又は

中型自動車免許に係る

教習指導員審査

１，４５０円 ５ 自動車教習所

に関する法令に

ついての知識

� 特定第一種運転免許

に係る

教習指導員審査

１，３００円

� 省略 � 省略

� 特定第一種運転免許

に係る教習指導員審査

１，２５０円

６ 教習指導員と

して必要な教育

についての知識

� 大型自動車免許又は

中型自動車免許に係る

教習指導員審査

１，４００円 ６ 教習指導員と

して必要な教育

についての知識

� 特定第一種運転免許

に係る

教習指導員審査

１，２００円

� 省略 � 省略

� 特定第一種運転免許

に係る教習指導員審査

１，１５０円

７ 道路運送法第

２条第３項に規

定する旅客自動

車運送事業及び

自動車運転代行

業の業務の適正

化に関する法律

第２条第１項に

規定する自動車

運転代行業に関

する法令につい

ての知識

大型自動車第二種免許等

に係る教習指導員審査

２，７５０円 ７ 道路運送法第

２条第３項に規

定する旅客自動

車運送事業及び

自動車運転代行

業の業務の適正

化に関する法律

第２条第１項に

規定する自動車

運転代行業に関

する法令につい

ての知識

大型自動車第二種免許等

に係る教習指導員審査

２，８５０円

備考

１ 教習指導員審査を受けようとする者が１の項及

び２の項の左欄に掲げる審査細目についての審査

のいずれをも免除される者である場合にあっては、

１の項及び２の項の右欄に定めるところによるほ

か、別表３６の項の右欄に定める額から更に大型自動

車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査

については３，４５０円を、普通自動車免許に係る教習

指導員審査については９００円を、特定第一種運転免

備考

１ 教習指導員審査を受けようとする者が１の項及

び２の項の左欄に掲げる審査細目についての審査

のいずれをも免除される者である場合にあっては、

１の項及び２の項の右欄に定めるところによるほ

か、別表３６の項の右欄に定める額から更に特定第一

種運転免許 に係る教習指導員審査

については１，２００円を、普通自動車免許に係る教習

指導員審査については９００円を
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許に係る教習指導員審査については１，１００円を、大

型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査につ

いては２，９５０円を減ずるものとする。

２ 教習指導員審査を受けようとする者が４の項及

び５の項の左欄に掲げる審査細目についての審査

のいずれをも免除される者である場合にあっては、

４の項及び５の項の右欄に定めるところによるほ

か、別表３６の項の右欄に定める額から更に大型自動

車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査

については１５０円を、普通自動車免許に係る教習指

導員審査については１００円を、特定第一種運転免許

に係る教習指導員審査については５０円を減ずるも

のとする。

、大

型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査につ

いては２，０００円を減ずるものとする。

２ 教習指導員審査を受けようとする者が４の項及

び５の項の左欄に掲げる審査細目についての審査

のいずれをも免除される者である場合にあっては、

４の項及び５の項の右欄に定めるところによるほ

か、別表３６の項の右欄に定める額から更に特定第一

種運転免許 に係る教習指導員審査

については５０円 を、普通自動車免許に係る教習指

導員審査については１００円を

減ずるも

のとする。

附 則

この条例は、平成１９年６月２日から施行する。ただし、別表６１の項の次に次のように加える改正規定（別表６２の項から６４の項までに係る

部分に限る。）は、同月１日から施行する。

�愛媛県条例第３４号
愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（設置）

第２条 県の産業の発展に必要な電気及び工業用水 を提供す

るため並びに県民の健康保持に必要な医療を提供するため、電気

事業及び工業用水道事業（これに附帯する事業を含む。）並びに

病院事業（以下「公営企業」という。）を設置する。

（経営の基本）

第３条 省略

２ 公営企業の施設の名称、位置及び規模については、それぞれ次

に掲げるとおりとする。

�・� 省略

� 工業用水道事業に附帯する事業

（設置）

第２条 県の産業の発展に必要な電気、工業用水及び土地を提供す

るため並びに県民の健康保持に必要な医療を提供するため、電気

事業、工業用水道事業及び土地造成事業 並びに

病院事業（以下「公営企業」という。）を設置する。

（経営の基本）

第３条 省略

２ 公営企業の施設の名称、位置及び規模については、それぞれ次

に掲げるとおりとする。

�・� 省略

� 土地造成事業

名 称 位 置 造 成 面 積 名 称 位 置 造 成 面 積

愛媛県壬生川地区土地造成事業 西条市 ２９ヘクタール 愛媛県壬生川地区土地造成事業 西条市 ２，２０１，７００平方メートル

� 省略 � 省略

附 則

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 愛媛県営土地造成事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例（昭和３５年愛媛県条例第９号）は、廃止する。

�愛媛県条例第３５号
愛媛県議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成１９年３月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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愛媛県議会委員会条例の一部を改正する条例

愛媛県議会委員会条例（昭和２９年愛媛県条例第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（常任委員会の所管）

第２条 各常任委員会の所管事項は、次のとおりとする。

� 総務企画委員会

ア・イ 省略

ウ 出納局 並びに選挙管理委員会、人事委員会、監査委員

及び議会事務局の所掌に属する事項

�～� 省略

（常任委員会委員の定数等）

第３条 常任委員会委員の定数は、各委員会とも７名又は８名とす

る。

２ 議員は、同時に２以上の常任委員会委員となることができない。

（委員会委員の選任）

第６条 常任委員会委員、議会運営委員会委員及び特別委員会委員

（以下「委員」という。）は、議長が議会に諮つて 選任す

る。ただし、閉会中においては、議長が選任することができる。

２ 前項ただし書の規定により委員を選任したときは、議長は、そ

の旨を次の議会に報告しなければならない。

（議会運営委員会委員及び特別委員会委員の辞任）

第８条 議会運営委員会委員及び特別委員会委員が辞任しようとす

るときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中に

おいては、議長が許可することができる。

２ 前項ただし書の規定により議会運営委員会委員及び特別委員会

委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告

しなければならない。

（常任委員会の所管）

第２条 各常任委員会の所管事項は、次のとおりとする。

� 総務企画委員会

ア・イ 省略

ウ 出納事務局並びに選挙管理委員会、人事委員会、監査委員

及び議会事務局の所掌に属する事項

�～� 省略

（常任委員会委員の定数 ）

第３条 常任委員会委員の定数は、各委員会とも８名又は９名とす

る。

（委員会委員の選任）

第６条 常任委員会委員、議会運営委員会委員及び特別委員会委員

（以下「委員」という。）は、議長が議会に諮つてこれを選任す

る。

（議会運営委員会委員及び特別委員会委員の辞任）

第８条 議会運営委員会委員及び特別委員会委員が辞任しようとす

るときは、議会の許可を得なければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１号ウの改正規定は平成１９年４月１日から、第３条の改正規定（「８名」を「７名」

に、「９名」を「８名」に改める部分に限る。）は次の一般選挙において選挙された議員の任期が始まる日から施行する。

平成１９年３月２０日 発行

愛 媛 県 報平成１９年３月２０日 第１８４５号外１

６３


